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【この計画について】 

 本計画では、温室効果ガスについて、CO2（二酸化炭素）を対象として排出量の推計を行っていま

す。そのため、温室効果ガスに関して、統一して「CO2」と記載しています。 

 年（年度）の表記は、西暦と和暦を併記しています。図表においては和暦を省略しています。「年」

とあるものは暦年（1 月から 12 月）を、「年度」とあるものは会計年度（4 月から翌年 3 月）を指

しています。 

 CO2 排出量を 2050 年に正味ゼロとすることは、ゼロカーボン、カーボンニュートラル、ネットゼロと呼ば

れますが、本計画では主に「ゼロカーボン」と記載しています。 
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 環境基本計画とはどんな計画  
 この章では、計画の基本的な事項を整理しています。 

 

 

1－1 計画の位置づけ 

1－2 計画と「ゼロカーボン」の関係 

1－3 計画の期間  

1－4 計画の対象地域 

1－5 計画の推進に向けた主体及び役割 
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 計画の位置づけ 
苫小牧市環境基本計画は、苫小牧市環境基本条例（平成11年（1999年）7月制定）の 

基本理念に基づき策定します。国や北海道の環境基本計画との整合性を保ちながら、苫小牧市  

総合計画で示している環境施策を推進するものです。 

今回の改定にあたっては、脱炭素社会への移行に向けた対策を計画的に進めるため、「ゼロカーボン

推進計画」としての内容も盛り込み、環境基本計画として一緒に推進していくこととします。 

また、本市の気候変動に対する緩和策を示す「苫小牧市地球温暖化対策地域推進計画」  

（区域施策編）と、適応策を示す「苫小牧市気候変動適応計画」の両計画を、苫小牧市第4次環

境基本計画の個別計画として位置付けます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1 計画の位置づけ 
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 計画と「ゼロカーボン」の関係 
本市では、令和3年（2021年）8月、 

2050年までにCO2の実質排出量ゼロを目指

す「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを宣言

しました。 

この環境基本計画は、市が目指す都市像

や目標、そして市、事業者、市民がどのような  

環境行動をとるべきかをまとめた計画です。 

これまで、「苫小牧市環境基本計画」と 

「苫小牧市地球温暖化対策地域推進計画」

に基づいて、幅広く地球温暖化対策に取り 

組んできました。 

この間、平成30年（2018年）3月に、 

地球温暖化対策地域推進計画を環境基本計画へ統合し、令和4年（2022年）3月に、再生  

可能エネルギーの導入・利活用促進に向けて「苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略」を策定してい

ます。 

これまでの流れを経て、第３次環境基本計画の見直し時期にあたる令和4年度（2022年度）に、

計画を全面改定し、ゼロカーボンの推進を含めた第４次環境基本計画を策定することとしました。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2 環境基本計画のこれまでの流れ  
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地球温暖化対策には、「緩和策」と「適応策」の両方からの取組が必要とされています。 

緩和策とは、人間の活動に由来するCO2の排出量を削減するための取組です。例えば、省エネルギー

対策や再生可能エネルギーの導入、森林の整備などによるCO2の吸収源対策などがあげられます。 

一方、適応策とは、既に現れている影響や今後避けることのできない影響に対応していくための取組

です。例えば、局所的な大雨などによる災害への対策、熱中症や感染症対策、農作物の高温障害へ

の対策などがあげられます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3 緩和策と適応策の関係 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

なぜ今 

ゼロカーボン 

が必要なの  

・ 地球温暖化による気候変動問題は、遠い未来の話ではなく、今ま
さに私たちの生活に大きな影響を与えています。 

・ 実際に、苫小牧市においても、異常気象による局地的豪雨によっ
て、土砂災害や道路の冠水などの被害が発生しています。 

・ 地球温暖化による気候変動への対策は、私たちにとって非常に 
身近な課題です。 

・ そして、この地球温暖化と人間の活動由来の CO2 排出量は、ほぼ相関関係にある
ことがあきらかになっています。そのため、CO2 排出量の削減に世界が一体となって取り
組むことが必要になっています。 

・ 平成 27 年（2015 年）、世界共通の気候変動対策となるパリ協定が採択されま
した。国際条約 として初めて「世 界的な平均気温上 昇 を産業革命 以前 に比べて 
2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を継続すること」や「今世紀後半 
の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げています。 

・ 平成 30 年（2018 年）に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」では、世界全体
の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、CO2 排
出量を 2050 年頃に実質ゼロとすること（ゼロカーボン、カーボンニュートラル、ネッ 
トゼロ）が必要とされています。 

・ この報告書を受け、世界各国で、2050 年までのゼロカーボンの実現を目標として 
掲げる動きが広がりました。 
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 計画の期間 
計画期間は、令和5年度（2023年度）から令和12年度（2030年度）までの8年間とします。 

今後の計画の見直しは、令和8年度（2026年度）に実施するほか、計画策定の前提となる諸条件

に変更等が生じた場合に行うものとします。 

 

 計画の対象地域 
対象地域は、苫小牧市の行政区域全体とします。ただし、行政区域を越えた広域的な取組が必要な

施策については、他の地方公共団体や関係機関と協力・連携します。 

 

 計画の推進に向けた主体及び役割 
推進主体は、市、事業者、市民であり、それぞれが苫小牧市環境基本条例で掲げられた責務を果た

すとともに、相互に連携しながら計画を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4 計画の推進に向けた主体および役割
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 こんな苫小牧を目指します  
 この章では、本市が目指すべき環境や計画の構成を記載しています。 
 

 

 目指すべき環境 
第４次環境基本計画では、これまでの計画で設定してきた目指すべき環境を引き継ぎます。 

そして、令和32年度（2050年度）に向けて、「ゼロカーボンシティ苫小牧」の実現を目指します。 

（表紙見開きにゼロカーボンシティ苫小牧2050年の姿のイメージを掲載しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標 
目指すべき環境を実現するために、4つの基本目標を設定しました。 
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 計画の構成 
本計画の構成は、目指すべき環境を実現するために、４つの基本目標を設定し、それぞれに基本施

策、各主体の具体的なアクションで計画を推進していきます。 

 

図表 5 計画の構成 

基本目標 基本施策（アクション） 

広げよう ゼロカーボンとみんなの暮らし 

①エネルギーを節約しよう  

②CO2 の少ない製品・サービスを選ぼう   

③ゼロカーボンな住宅・オフィスをつくろう  

④ゼロカーボンなまちをつくろう  

⑤環境対策の大切さを知ろう  

実現しよう ゼロカーボン産業都市 

①エネルギーの地産地消を進めよう  

②産業全体で取組を拡大しよう  

③新技術に取り組む産業の輪を広げよう  

目指そう 資源が循環する053
ゼ ロ ご み

のまち 

①ごみを減量しよう  

②リサイクルに取り組もう  

③きれいなまちを目指そう  

守ろう 豊かな自然とみんなの未来 

①苫小牧の多様な自然環境を守ろう  

②まちの緑を守ろう  

③公害を未然に防ごう  

④気候の変化に備えよう  
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

ゼロカーボンシティ 

宣言って何  

・ 「ゼロカーボンシティ」とは、2050 年 CO2 の実質排出量ゼロを 
目指す地方自治体のことです。 

・ 本市では、令和 3 年（2021 年）8 月に「ゼロカーボンシティ」へ
挑戦することを宣言しました。 
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 私たちのアクションプラン 
 この章では、基本目標ごとにまちの現状を見つめなおし、課題を記載しています。 

 課題の解決に向けた市・事業者・市民のアクションプランを示しています。 

 

3－1 広げよう ゼロカーボンとみんなの暮らし 

3－2 実現しよう ゼロカーボン産業都市 

3－3 目指そう 資源が循環する 053 のまち 

3－4 守ろう 豊かな自然とみんなのミライ 

3－5 目標達成の指標 
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 広げよう ゼロカーボンとみんなの暮らし 
 
 
 
 
 
 
 

 

■基本目標の成果指標 

指標 基準年度 現状値（2019 年度） 目標値（2030 年度） 

CO2 排出量 
（家庭部門） 

平成 25 年度（2013 年度） 

498,955 t-CO2/年 
12.6％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

66％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

CO2 排出量 
（業務部門） 

平成 25 年度（2013 年度）

393,835 t-CO2/年 
24.6％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

51％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

 

■関連する SDGｓのゴール 

      
 

 

 

■現状と課題 
 本市の民生部門（家庭・業務部門）のエネルギー消費量は、全体の 12％を占めています。 

 家庭では、暖房エネルギーを多く消費しています。そのため、断熱性能の向上が重要です。 

 事業所やお店では、電気を多く消費しているため、省エネルギー対策が重要です。 

 市では、省エネ・新エネ機器の導入支援、エコオフィス宣言による省エネの取組促進などを通じて、 

市民や事業者と連携して省エネルギーの推進に取り組んできました。 

 令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量は、基準年度である平成 25 年度（2013 年度）に

比べて、家庭部門では 12.6%、業務部門では 24.6%削減されています。 

 市民アンケート調査結果では、環境行動の実施状況については、「節電・節水」「リサイクル」「省エネ

ルギー家電の導入」などの生活に身近な省エネルギー・省資源の取組が比較的多く実施されています。
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一方で、「エコカーの導入」「断熱性能の向上」「再エネ電気への切り替え」「地域の環境保全活動 

などへの参加」といった項目については、実際に取り組んでいる人の割合が低い傾向にあります。これら

の項目は、投資額が大きい点や、「どのように取り組めばいいかわからない」という人の割合が高いと  

いった点が主な要因と考えられます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 6  CO2 排出量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 7 市民の環境行動の実施状況（市民アンケート調査結果）  
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

再エネ・省エネの 
導入支援は 
どんなものが 

あるの  

・ 脱炭素事業に意欲的に取り組む自治体を支援する環境省の交付金「重点対策
加速化事業」に市が採択されました。今後、自家消費型の太陽光発電や住宅の
省エネ性能の向上など、市民の省エネ・再エネの導入支援をさらに充実させます。 

・ 本市では、住宅用太陽光発電システム、エコキュー
ト、ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)、 
定 置 用 リチウムイオン蓄 電 池 、ビークルツーホーム
(V2H)、給電装置を住宅に購入し、設置する個人
の方に、費用の一部を補助しています。 

・ 補助事業を利用して省エネ機器を設置した方からは
「エコキュートに変えることで、使用電力量が３割以
上削減することができた」などという効果を実感する声
があがっています。 

とまエコノート 

ってどんなもの  

・ と まエコノー トは 、「電 気 」 「ガ ス」 「水 道 」 「灯 油 」 
「車 燃 料 」の 5 つのエネルギーの使 用 量 を記 録、 
集計することができる環境家計簿です。 

・ 他 にも、環 境 省 が提 供している家 庭 向 けの 
温 暖 化 対 策 診 断 サ ー ビ ス 「 う ち エ コ 診 断
WEB サービス」があります。光熱費・CO2 排
出量のランキング、光熱費削減につながる効
果的な取組がわかり、住まいのお悩みに合わ
せた診 断 や、省 エネ家 電 の買 い換 えシミュ 
レーションを行うこともできます。 

・ エネルギーの見える化で、地球環境にも家計
にもやさしいエコライフを実践しましょう  

・ 普段どのくらいエネルギーを使っているか見える化すると、
省エネ意識が高まり、光熱費の節約につながります。 

教えて ゼロカーボンまめ知識 



第３章 私たちのアクションプラン                 

16 

■基本施策（アクション） 

①エネルギーを節約しよう  

 省エネルギー対策には、エネルギーの見える化が有効です。今どのくらいのエネルギーを使っているのか

客観的に知ることで、どんな対策が必要か見えてきます。 

 節電・節水・エコドライブなど、日々の生活の中でゼロカーボンに直結する取組はたくさんあります。 

 

 

 

 

システム・制度などの情報提供 
エコワット、デジタル燃費計の貸出 

省エネ診断や 
環境マネジメントシステムの導入 

エネルギーの見える化 
（とまエコノート、うちエコ診断、 
エコワット、デジタル燃費計など） 

中小企業への低利融資制度 

による支援 
省エネ機器の導入 省エネ家電の導入 

省エネ行動の普及 
（広報とまこまいでの連載「みんなで取
り組むゼロカーボン 」、親子でエコクッ
キング教室、各コンテストなど） 

節電・節エネルギー・節水 

エコドライブの普及 

（コンテスト、宣言など） 

エコドライブの実施 

エコドライブ宣言への申込 

クールビズ・ウォームビズ・テレワークの実施 

 
 
 
 

※各コンテスト、エコクッキング、エコワット貸出など 
  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
省エネイベント※の参加人数

（年間） 
61 人 100 人 

 
エコドライブ登録者人数 

（累計） 
5,733 人 6,700 人 

省エネって 

何をすれば 

いいの  

・ 広 報 とまこまいの中 で「みん
なで取り組むゼロカーボン 」
を連載中。 

・ 省 エネ行 動 など、ゼロカーボ
ンの取 組 を わかりやすく紹
介しています。 

・ Ｐ23、Ｐ24 にも一覧を掲
載しています。 

教えて ゼロカーボンまめ知識 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

食からつながる 

ゼロカーボンの 

取組って  

３きり運動でごみを減らしてゼロカーボン  

・ ３きり運動とは、食材を無駄なく使い切る「使いきり」、料理を残さない「食べきり」、ご
みを出す前に水を切る「水きり」の３つの行動のことで、生ごみの削減につながります。 

・ 生ごみの量が減ることは、食品ロスの減量や、ごみ処理で発生する CO の削減にもつ
ながります。 

・ エコクッキングとは、工夫して食
材やエネルギーの無駄を 省い
た料理方法のことで、 ゼロカー
ボンにつながります。 

・ 例えば、食材をゆでる時にふた
をするだけでも、ガスや電気の使
用量が節約できます。 

エコクッキングでゼロカーボン  

・ 外国からの輸入食材のように、食料生産地から食卓までの移動距離が⾧いほど、 
運ぶときにトラックや飛行機などから出る CO2 の排出量が多くなります。 

 ・ 食品を買うときは、地元産の物や旬の物を意識して
選択してみましょう。 

・ 旬の食材はおいしく、栄養価が高く、新鮮な状態で
食べることができ、ゼロカーボンの取組になるだけでな
く、健康な食生活にもつながります。 

地産地消でゼロカーボン  
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②CO2 の少ない製品・サービスを選ぼう  

 買い物をする時は、環境性能の高いものや、環境配慮マークの付いたもの、地元で作られたものを

選択しましょう。 

 環境に配慮した行動が、ポイントとして還元されるエコポイントを活用するなど、楽しみながら取り組め

るような工夫によって、市、事業者、市民が連携して一緒に取り組むことが大切です。 

 

 

 

公用・事業用・自家用車へのエコカー（HV、PHV、EV、FCV など）導入 

リサイクル製品やグリーン製品の 
普及啓発 

リサイクル製品やグリーン製品の 
取り扱いや購入 

リサイクル製品やグリーン製品の 
購入 

エコポイントなどの取組 エコポイントなどの活用 

地産地消の推進 
（学校給食など） 地産地消の推進 

 
 
 
 
 

※HV、PHV、EV、FCV 等を対象に、室蘭運輸支局の自動車保有台数データを自治体の人口比で案分して算出 
  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 エコカーの導入率※ 11% 40％ 

エコカー 

って何  

・ エ コ カ ー と は 、ガ ソリン や 軽 油 など を使 う 自 動 車 よ り も、 地 球 
温暖化への影響が少ない自動車のことです。 

・ ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 （ HV ） 、 プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車
（PHV）、電気自動車（EV）、燃料電池車（FCV）などが
あります。 

・ エコカーは、電気や水素などの走行中に CO2 を排出しない燃料
を使用しており、次世代自動車とも呼ばれます。 

・ 「COOL CHOICE」は、CO などの温室効果ガスの排出量削減
のために、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サー
ビスの利用」、「ライフスタイルの選択」などを進める行動です。 

・ 車の買い替え時に、エコカーを選ぶ
ことも、大 切な地球温 暖化 対策 の
一つです。「COOL CHOICE」として
も推進されています。 

教えて ゼロカーボンまめ知識 
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③ゼロカーボンな住宅・オフィスをつくろう  

 建物の断熱性・機密性の向上は、ゼロカーボンの取組としても重要ですが、冷暖房費を抑えられるだ

けでなく、熱中症やヒートショックの予防対策にもつながります。 

 将来的には、ZEH
ゼ ッ チ

・ZEB
ゼ ブ

のように、エネルギー消費量が実質ゼロとなる住宅・オフィスづくりを進めて 

いくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 
  

公共施設のエネルギー使用量の 
削減、省エネ・再エネ設備の導入 再エネ電気への切り替え 

市民や中小企業への補助金・融
資制度による省エネ・再エネ機器の
導入支援・相談体制の充実 

省エネ電気製品の導入 
省エネリフォーム・省エネ物件の選択（断熱性など） 

自家消費型太陽光パネルの設置 

建築物省エネ基準、低炭素建築
物認定制度の周知・指導 基準・制度についての理解を深める 

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
ゼロカーボンハウス促進補助金の 
補助件数（累計） 1,947 件 3,900 件 

教えて ゼロカーボンまめ知識 

ZEH/ZEB 

って何  

・ ZEH（ゼッチ）とは、「Net Zero Energy House」 
の略で、断熱性能の向上などで大幅な省エネルギー
を実現し、再生可能エネルギーを導入して、年間の 
エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した
住宅のことです。 

・ ZEB（ゼブ）とは、「Net Zero Energy Building」の略で、自然光・風などの活
用、高効率な設備システムの導入などによって、年間のエネルギー消費量の収支を
ゼロとすることを目指した建築物のことです。 

・ 国では、「みんなでおうち快適化チャレンジ」
というキャンペーンを実 施 して既 存 住 宅 の 
断熱リフォームや新築住宅の ZEH 化を呼び
かけており、補助なども行っています。 

・ 「ZEB プランナー」が国の制度において登録・公表されており、地域や
建物用途などから専門家を探して相談することができます。 
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④ゼロカーボンなまちをつくろう  
 まち全体で CO を削減するためには、通勤や通学など、毎日の移動の際に、徒歩や自転車、公共 

交通機関など自動車以外の手段を積極的に選ぶことが大切です。 

 便利で使いやすい公共交通のサービス向上や、まちを車中心から人中心の空間にする、歩いて暮ら

せる歩行者にやさしいウォーカブルな都市空間づくりなどにも取り組むことも必要です。 

 街灯などの省エネ・再エネ化や、エコカーの利用促進に向けて充電設備を公共施設に設置するなど、

まち全体で省エネ・再エネ化を進めることが重要です。 

 

 

 

 
鉄道やバスの乗り方教室など 
による利用促進や 
公共交通全体の維持に努める 

ノーマイカーデーの実施 公共交通の利用 

歩いて暮らせる歩行者にやさしいウ
ォーカブルな都市空間づくり 自動車以外の移動手段の活用 

デジタル技術やデータを利活用 
した CO2 排出量軽減の取組 

CO2 を排出する機械・器具・材料 

などの次世代化 
 

公共施設などへの電気自動車 
充電設備の設置 事業用・自家用車へのエコカー導入 

道路照明灯や公園灯の LED 化 事業所照明のＬＥＤ化 自宅照明のＬＥＤ化 

公共施設から発生する廃材の  
エネルギー活用 バイオマス由来燃料の活用 

企業版ふるさと納税の使途にゼロ 
カーボンシティプロジェクトを追加し、
寄付を募る 

企業版ふるさと納税の活用 
（地方税法における「主たる」事務所・

事業所が苫小牧市外の場合） 
ゼロカーボンを推進する企業の応援 

 
 
 
  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
路線バス実車走行㎞ 

当たり利用者数 
1.06 人 1.17 人 

 道路照明灯のＬＥＤ化率 30% 60％ 

 公園灯のＬＥＤ化率 26.5％ 100％ 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

企業版 

ふるさと納税 

ってどんな制度  

・ 企業版ふるさと納税は、民間企業が本市の地方創生事
業に対して応援することで、法人関係税の優遇措置を受
けることができる制度です。 

・ 市では、ゼロカーボンシティの実現を目指すため、特に寄附
を募集する事業として、「苫小牧ゼロカーボンシティプロジェク
ト」をかかげ、企業版ふるさと納税による寄附を募集して 
います。 
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⑤環境対策の大切さを知ろう  
 本市では、次世代の市民に地球温暖化対策の大切さを伝えるため、小中学生を対象とした環境

教育副読本の配布や出前講座のほか、小中学校と連携した省エネ行動教育プログラムに取り組ん

でいます。 

 より多くの市民が、学びを通して環境対策をより身近なものとして意識できるよう、子どもたち、事業者

など、様々な主体と連携して学びの輪を広げていくことが大切です。 

 

 

 

 
市民への環境啓発 
（専門機関・事業者などと連携した、
出前講座や体験学習会など） 

従業員研修への 
環境教育・環境学習の導入 

出前講座や体験学習会 
などへの参加 

次世代市民への環境教育 
（省エネ行動教育プログラム、SDGs・
ゼロカーボンシティなどの環境学習の実
施、環境教育副読本の配布など） 

学校や地域での環境教育・環境ボランティアへの協力 

環境学習の場の提供 
（自然環境などをテーマとした展示会
の開催、環境コーナーの設置、太陽光
発電学習拠点設備での再生可能エネ
ルギーの解説など） 

展示会や環境コーナーの見学・観覧 

再生可能エネルギーへの理解を深める 

市民への情報提供 
（広報誌やホームページ、SNS による
情報提供など） 

環境報告書の発行など 

自社の環境情報の公開 
パブリックコメントなどへの参加 

 

 

 

 

  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
小・中学校の教育課程に 
「ＳＤＧｓ」「ゼロカーボンシティ」
に関する学習の明記 

― 全 39 校で実施 

 
出前講座や体験学習会などの

実施件数 
５件 12 件 

副読本って 

どんな内容なの  

・ 市では、小中学生を対象に、ごみ
と環境に対する興味・関心を引き
出し、行動する意欲を育てることを
目 的 に 、 環 境 教 育 副 読 本 を 
作成・配布しています。 

・ 地球温暖化の仕組みや、市の温暖化、ごみ対策など
が、分かりやすく解説されています。 

教えて ゼロカーボンまめ知識 
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 実現しよう ゼロカーボン産業都市 
 

  

  

  

  
 
■基本目標の成果指標 

指標 基準年度 現状値（2019 年度） 目標値（2030 年度） 

CO2 排出量 
（産業部門） 

平成 25 年度（2013 年度） 

3,603,437 t-CO2/年 
9.3％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

38％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

(目標を定めている企業は自社目標) 

CO2 排出量 
（運輸部門） 

平成 25 年度（2013 年度）

571,011 t-CO2/年 
1.6％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

35％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

 

■関連する SDGｓのゴール 

     
 

■現状と課題 
 本市は、安定した日照量・少ない積雪・温暖な気候、さらに広大な用地がそろっているため、大規模な 

太陽光発電施設（メガソーラー）の適地となっているほか、近年では民間企業による木質バイオマス発電

所の新設計画も進んでいます。 

 市では、再生可能エネルギー導入ポテンシャルを 2,271MW 程度と推計しています。ゼロカーボン  

シティの実現に向けては、再生可能エネルギーのさらなる導入が求められる一方で、ウトナイ湖や支笏

洞爺国立公園など豊かな自然が存在するため、導入する際には十分な配慮が必要です。 

 地域の産官学が一体となった「苫小牧 CCUS・ゼロカーボン推進協議会」が組織され、ゼロカーボンシ

ティ実現に向けた機運醸成やゼロカーボンの取組推進に向けた活動が行われています。 

 製造業等の産業部門と自動車等の運輸部門を合わせたエネルギー消費量は、市全体の 88％を 

占めています。CO 排出量については、基準年度の平成 25 年度（2013 年度）と令和元年度

（2019 年度）との比較では、産業部門で 9.3%、運輸部門で 1.6%削減されています。 

 令和 12 年度（2030 年度）に向けては、CO 排出量の更なる削減が必要であり、再生可能エネ

ルギーの最大限の導入及び電力の地産地消に努めるとともに、地元産業の振興につなげることが  

求められます。 
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図表 8 CO2 排出量  
 
 

図表 9 エネルギー消費量の構成（2018 年） 

（出典）苫小牧市再生可能エネルギー戦略 

  

-1.6% 

-9.3% 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

市で行われている 

国・NEDO 事業 

って知ってる  ・ CCS とは、工場や発電所から排出された CO2 を
分離・回収して、地中深くに圧入して、固定化 ・
貯留する技術のことです。 

・ 苫小牧では、日本初となる CCS の大規模実証試
験（CO2 の分離・回収、圧入、貯留、モニタリン
グ）が国家プロジェクトとして実施されています。 

・ 平成 28 年～令和元年(2016 年～2019 年）
の間に累計 30 万トンの CO2 が地中に圧入され、
現在はモニタリングが行われています。また、苫小牧
のような都市周辺で、地元関係者の理解と協力
を得ながら、CCS が行われたのは、世界的にみても
貴重な成功例と言われています。 

CCS 大規模実証試験の取組 

・ 本市では、国・NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構）により、脱炭素に関する様々な事業が展開さ
れています。 

船舶による CO2 輸送に関する実証試験 

・ CO2 を低コストで⾧距離・大量に輸送することを可能とする「CO2 船舶輸送技術」の確
立に向け、年間１万トン規模の液化 CO2 を輸送する NEDO の実証試験が予定され
ており、実施に向けた準備が行われています。 

・ 苫小牧に立地する工場等の特性を踏まえて、CO を大気中に排出せずに資源として活用する
「カーボンリサイクル」の実現可能性調査が、NEDO 事業として行われています。 

カーボンリサイクルの取組 



第３章 私たちのアクションプラン                 

28 

■基本施策（アクション） 

①エネルギーの地産地消を進めよう  

 本市は、再生可能エネルギーのポテンシャルが高く、特に太陽光発電の適地となっています。 

 太陽光発電など再生可能エネルギーを導入し、地域マイクログリッド等による電力の地産地消に向け

て取り組み、地域の産業振興につなげます。 

 

 

 

 

再生可能エネルギー設備の導入に
向けた支援 再生可能エネルギー設備の導入 

自宅への再生可能エネルギー設備
の導入 
（自家消費型太陽光パネルの設置） 生態系や景観に配慮した再生可

能エネルギーの導入促進区域の設
定(景観を守る条例の制定など) 

再生可能エネルギーの適地での 
大規模発電 

地域マイクログリッドの導入等による電力の地産地消に向けた取組 

 

 

②産業全体で取組を拡大しよう  

 個々の事業者の取組や事業者間の連携を推進するため、対策を行う事業者への支援、相談対応、

情報交換を積極的に行います。 

 

 

 

 
ゼロカーボン対策推進企業の 
相談・支援、企業の取組紹介 
（突撃 とまエコ企業など） 

事業活動への 
ゼロカーボン視点の導入 

事業者が取り組む 
ゼロカーボン活動を応援 
 

事業者間の連携を促す環境づくり、事業者との連携強化 
（情報交換、産学官が連携した協議会の活用など） 

中小企業環境保全施設資金へ 
ゼロカーボンを絡めた対象の設定 

中小企業環境保全施設資金の 
利用 

 
  

 

取組目標 現状値（2020 年度） 目標値（2030 年度） 

 
市内における太陽光発電の導
入容量（累計） 203 MW 300 MW 

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
ゼロカーボン対策推進企業 
の支援件数（累計） ― 200 件 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

市内の 

エコな企業は  

市内でエコな取組を行っている企業を紹介します  

【株式会社イワクラ】 
・ 貴重な木材をムダにしない商

品作りを行っています。 

・ 間伐材や廃材を加工し、形を
変えて、パーティクルボード・ペレ
ット等へ製品化しています。 

 

・ 環 境 保 全 課 で は 、 オ ン ラ イ ン 上 で エ コ な 企 業 の 取 組 を 学 べ る 動 画 
「突撃 とまエコ企業」を、苫小牧市公式 YouTube で公開しています  

 

環境保全課では、取材に 

ご協力いただける企業を募集中です  

「レッツ、とまエコ 」 

突撃 とまエコ企業で取組を公開する効果 

１．企業のエコな取組を市内外へ PR できます  

２．文字や画像では伝えきれない細かな雰囲気まで伝えることができます  

３．視聴者の記憶に残り、宣伝効果がアップします  

【大鎮キムラ建設株式会社】 
・ 太陽光発電や省エネ設備を活用した「ZEH

（ゼッチ）」住宅など、環境にも家計にも優
しい家づくりを目指しています。 

 

【苫小牧バイオマス発電株式会社】 
・ 北海道内の未利用木材を燃料とした、地産地

消の再生可能エネルギーを創り出しています。 

・ 環境に優しいだけでなく、林業への経済効果も
もたらします。 
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③新技術に取り組む産業の輪を広げよう  
 ゼロカーボンに関連する様々な調査・実証事業、苫小牧 CCUS・ゼロカーボン推進協議会などと連

携して、ゼロカーボンと産業振興の両立を目指し取組を進めます。 

 

 

 

 

CCUS 等のゼロカーボンに関わる調査・実証事業との連携 

ゼロカーボンに関わる取組への 

関心・理解を深める 

ゼロカーボンに関わる実証研究や
産業等の誘致 

ゼロカーボンに関わる 

実証研究等の実施 
水素等の利活用について 
市民・事業者の理解促進 
（イベントや SNS で情報発信など） 

水素等の利活用 

についての情報収集 

カーボンニュートラルポートの形成に向けた関係機関との協議・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
ゼロカーボンに関する調査・実証
研究等の実施件数（累計） 11 件 30 件 

教えて ゼロカーボンまめ知識 

カーボンニュートラル

ポート（CNP） 

って何  

・ 港湾は、エネルギーの一大消費拠点であり、国内の CO2 排出
量の約 60%を占める発電、鉄鋼、化学工業等の多くが立地
しています。現在は、これらの産業で利用される化石燃料等が
港湾を利用して輸入されています。 

・ 今後は、化石燃料に代わる脱炭素エネルギーとして期待される
水素・アンモニア等の活用を進め、脱炭素化した港湾機能を
整備するなど、港湾を拠点に CO2 削減を行って「カーボンニュ
ートラルポート（CNP）」の形成が求められています。 

・ 苫 小 牧 港 では、カーボンニュートラルポートの 
形成を目指し、脱炭素社会の実現に貢献する
ため、水素やアンモニアなどの輸入を可能とする
受 入 環 境 の整 備 や 、 脱 炭 素 化 に配 慮 した 
港 湾 機 能 の高 度 化 、事 業 者 間 連 携 による 
水素などの需要創出・供給拡大のための検討
を進めています。 

出典 国土交通省 
(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001411343.pdf) 
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 目指そう 資源が循環する 053 のまち 
 
 
 
 
 
 
 

 

■基本目標の成果指標 

指標 基準年度 現状値 目標値（2030 年度） 

1 人 1 日当たりの 
家庭ごみの排出量 

平成 25 年度（2013 年度）

664g 

令和３年度（2021 年度） 
564g 520g 

リサイクル率 
平成 25 年度（2013 年度）

25.5% 
令和３年度（2021 年度） 

31.0% 33.0% 

CO2 排出量 
（廃棄物部門） 

平成 25 年度（2013 年度） 

19,109 t-CO2/年 

令和元年度 (2019 年度) 

22.8% 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 

 

25％ 削減 

(平成 25 年度(2013 年度)比) 
  

■関連する SDGｓのゴール 

    
 

■現状と課題 
 本市は、廃棄物の適正処理と資源循環型社会の実現を目指し、基本理念として「０５３（ゼロご

み）のまち とまこまい」を掲げ、リフューズ（もらわない）・リデュース（出さない）・リユース（再利

用）・リサイクル（再生利用）の「4R」を推進しています。 

 令和 4 年度（2022 年度）までに「ゼロごみ大作戦」を 5 回実施し、「ごみの減量」、「リサイクルの

推進」、「まちの環境美化」をテーマに市民の意識啓発に取り組んできました。 

 ごみの減量や分別排出状況は、平成 25 年度（2013 年度）の家庭ごみ有料化を契機に改善され、

リサイクル率は平成 26 年度（2014 年度）以降、道内主要都市の中でトップを維持しています。 

 家庭ごみ有料化による大幅な減量後、ほぼ横ばいで推移していた家庭ごみの排出量が、令和 2 年

度（2020 年度）には新型コロナウイルス感染症の影響を受けて増加に転じました。 

 世界的な課題である地球温暖化対策のほか、SDGs や海洋プラスチックごみ問題等への取組も重

要な課題となっています。 
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図表 10 リサイクル率（2022 年 11 月末現在） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 11 苫小牧市の家庭から出る 1 人１日当たりの排出量の推移（2022 年 10 月末現在） 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

「４R」とは、ごみを減らすための４つの取組の頭文字の R を取った、 

本市独自の取組です。 4R
よんあーる

 
ってな～に  ①リフューズ（Refuse）・もらわない  ②リデュース（Reduce）・出さない 

③リユース （Reuse）・再利用    ④リサイクル（Recycle）・再生利用 
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■基本施策（アクション） 

①ごみを減量しよう  

 ごみの減量に向けて、ワンウェイプラスチックの削減や生ごみ 3 きり運動、堆肥化容器等の普及を推進

します。 

 プラスチック代替素材や生ごみの有効活用について検討を進めます。 

 日頃からマイバック・マイボトルなどを活用するほか、生ごみ削減に向けた取組を実践します。 

 

 

 

 

ワンウェイプラスチックの削減に 
向けた啓発 

量り売り、簡易包装、プラスチックの
代替素材の推進導入 

マイバッグ、マイボトル、マイはしなど
の持参 

生ごみ３きり運動（使いきり、食べ
きり、水きり）の推進 

生ごみの有効利用や、民間処理
施設の活用 

生ごみ３きり運動（使いきり、食べ
きり、水きり）の実施 

助成による生ごみ堆肥化容器等の
推進  生ごみの減量化・堆肥化の実践 

 

 

 
 
  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 
1 人 1 日当たりの 

家庭ごみの排出量 
564 g 520 g 

教えて ゼロカーボンまめ知識 

ごみ分別アプリ 

って知ってる  

・ 本市では、スマートフォンやタブレット等からごみの出し方や分別方法
などの検索や、ごみの収集日をお知らせする機能がついたごみ分別 
アプリ 「053City」を配信しています。 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

ごみの減量って 

ゼロカーボンに 

つながるの  

・ 「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。 

・ 日本では年間約 522 万トン（令和 2 年（2020 年））発生しており、1 人１日
当たりお茶碗約 1 杯分の量を捨てていることになります。 

・ 無駄なく消費することで、食品ロスを減らし、環境面や家計面にとってもプラスになる
ような、工夫をしてみましょう。 

・ ごみは焼却する時に CO が発生するだけでなく、収集・運搬の時に
も大量のエネルギーを消費します。 

・ ごみを減量することで、CO の排出量を減らすことができます。 

 

・ ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減
も、ごみの減量に向けて効果的です。 

 

・ 使い捨てのスプーンやフォーク、ハンガー、歯ブ
ラシやカミソリなど、無料でもらえるものを、必
要としない場合は辞退するか、マイ歯ブラシ、
マイカミソリを持参する、詰め替え用品 を利
用するなど、行動を見直してみましょう。 
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②リサイクルに取り組もう  

 広報紙やごみ分別アプリ、ＳＮＳなどを活用して様々なリサイクル情報を発信するほか、出前講座や

施設見学、イベントなどを通じて、次世代市民への環境教育の充実を図ります。 

 事業系ごみの適正処理と分別徹底に努めるほか、環境に配慮した製品の開発に取り組みます。 

 家庭から出る資源物の分別を徹底し、集団回収や拠点回収を利用します。 

  

 

 

SNS やごみ分別アプリを利用した
情報発信 事業系ごみの適正処理 家庭系ごみの適正処理 

出前講座や施設見学、イベント 
など、環境教育の推進 環境に配慮した製品開発 出前講座やイベントへの参加 

分別徹底の周知や資源回収の 
推進 再利用可能な物の分別の徹底 集団回収や拠点回収の利用 

 
 
 
 
 
 
 

③きれいなまちを目指そう  
 ぽい捨て防止や不法投棄対策を実施するなど、まちの環境美化に取り組みます。また、プラスチック代

替素材等の利用を促進し、廃棄物焼却によるＣＯ 排出量を削減します。 

 地域の大掃除活動に参加するなど、きれいなまちづくりに取り組みます。 

 地球にやさしい環境に配慮した製品を積極的に利用します。 

 

 

 

 

ぽい捨て防止や不法投棄対策の
実施 適正な廃棄物処理 廃棄物の排出マナーの徹底 

大掃除活動の推進 大掃除活動へ参加 

環境に配慮した製品の利用促進 環境に配慮した製品の開発・  
販売・利用の推進 環境に配慮した製品の購入・利用 

 
 

取組目標 現状値（2019 年度） 目標値（2030 年度） 

 
廃棄物焼却による 
CO2 排出量 14,751 t-CO2/年 14,332 t-CO2/年 

  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 リサイクル率 31.0％ 33.0％ 
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 守ろう 豊かな自然とみんなの未来 
 
 
 
 
 
 
 

 

■基本目標の成果指標 

指標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

「豊かな自然環境の保全に努め、自
然保護の意識を高めること」 
への市民満足度 

85.5% 上昇 

「公園、緑地、広場、並木道など 
身近に緑とふれあえること」 
への市民満足度 

84.7% 上昇 

「大気汚染、水質汚染、騒音等､
公害を防ぐ対策をとること」 
への市民満足度 

81.5% 上昇 

 

■関連する SDGｓのゴール 

      
 

 

■現状と課題 
 本市は、まちのシンボルである樽前山や、ラムサール条約登録湿地であるウトナイ湖などの豊かな自然

に囲まれています。 

 市民 1 人当たりの都市公園面積は 63 ㎡と、全国（10 ㎡）と北海道（40 ㎡）を大きく上回って

おり、身近な緑にあふれた環境です。市民アンケート調査結果でも、「身近なまちの緑」について、「満

足」「やや満足」「普通」とする回答が 81.9％となっています。 

 市や事業者が連携して、環境保全対策に取り組んでおり、大気、水質、騒音などの環境測定結果

では、全ての測定地点で概ね環境基準※が達成されています。 

 市民アンケート調査結果のうち、「空気の臭い」について、他の項目と比較して「やや不満」「不満」と

する回答が多く、より一層の環境改善が必要です。 

 今後、地球温暖化が進むことで、気候変動が起こり、苫小牧市の自然環境や私たちの生活環境に

も大きな影響を与えると考えられます。私たちは、省エネ行動や再生可能エネルギーの活用、森林 
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などによる CO2 の吸収などによって、地球温暖化を防ぐとともに、気候変動にどう適応するかについて

も考え、行動しなければいけません。胆振地方でも、年平均気温は 100 年あたり約 0.8 ℃の割

合で上昇、短時間強雨（1 時間降水量 30mm 以上）の発生頻度は約 30 年前と比較して約

1.6 倍に増加しています。 

※健康・生活環境を保全する上で維持が望ましい基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 12 市民の満足度（自然環境、公害に関する項目）  
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

ゼロカーボンと 

生物多様性の 

関係って  

・ 多様な生き物がいて、つながり合っていることを「生物多様性」と言
います。 

・ 生物多様性は、資源や水の提供、災害を未然に防ぐなど、私た
ち 人間にも多くの利益をもたらしてくれます。 

・ 地球温暖化による気候変動は、生物多様性が失われる要因の
一つです。 

・ ゼロカーボンの推進は、地球温暖化による気候変動を緩和するために重要です。一方
で、再生可能エネルギーの導入に伴い、大規模な開発を行う場合は、渡り鳥の移動 
ルートなどを回避するなど、生物多様性に配慮することが重要です。 

・ ゼロカーボンの推進と生物多様性保全の両方を解決できるような最適解を見つけてい
くことがこれからの課題です。 

・ 樽前山麓の広大な森林をはじめ、湖沼群や湿原、自然緑地などが広く分布していま
す。なかでもウトナイ湖は、全国屈指の渡り鳥の中継地として知られており、国際的にも
重要な湿地として平成 3 年（1991 年）12 月にラムサール条約に登録されました。 

苫小牧市の多様な自然環境 

・ こうした豊かな自然環境は、野生生物の生息・
生育の場であると共に、都市の環境保全や水源
かん養などの機 能 を持 ち、また、市 民 レクリエー 
ションの場としても利用されています。 

自然とふれあうイベントに参加してみよう  

・ ウトナイ湖漁業体験  地引網による漁業体験、水質検査体験、水質による生物の
生息地域の学習を行います。 

・ せせらぎスクール 水生生物の採取・観察、風力発電機づくりや自転車発電体験
などを行います。 

・ 市民探鳥会  野鳥の観察を通して自然保護に
対する理解を深めるため、毎年市民探鳥会を行
っています。 

・ 秘密基地を作ろう  間伐、薪割り体験を行い
ます。また、間伐材による秘密基地作りを行いま
す。 
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■基本施策（アクション） 

①苫小牧の多様な自然環境を守ろう  

 多様で豊かな自然環境を守り、野生生物の生息・生育の場としての機能、水源かん養などの機能を

高めます。 

 四季を通し色々な動植物を観察することができる苫小牧の自然とのふれあいを通じて、自然の持つ

役割を知るきっかけとなるよう、「こころの授業」や「自然ふれあい教室」などの機会を提供します。 

 

 

 

 
地域の自然生態系の現況の 
周知・保全 
(生物多様性地域戦略の策定など) 

事業活動での自然生態系 
への配慮 

自然環境保護活動への参加 
（海岸清掃やウトナイ湖湖岸清掃
活動など） 

ウトナイ湖の周辺地域や 
自然環境保全地区などの保全 身近な自然地域とのふれあいや保全活動への参加 

特定外来生物の調査及び捕獲 外来生物を「入れない」「捨てない」「拡げない」の三原則の順守 

水源の定期的なパトロールや清掃
による水源の保全 不法投棄をしない 

自然とふれあい学ぶ機会の提供
（自然ふれあい教室、こころの授業、
せせらぎスクール、ウトナイ湖漁業体験
など） 

各種自然観察会や学習会などへ
の協力 

各種自然観察会や学習会などへ
の参加 

 

  
 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 

各小学校等における 
「自然ふれあい教室」及び 
「こころの授業(出前講座)」 
の実施回数、人数 

50 回、2,114 人 60 回、2,200 人 

教えて ゼロカーボンまめ知識 

自然ふれあい教室 

やこころの授業 

では何をするの  

・ 市では、市民に外部ボランティア講師として登録いただき、道徳の授業等で心に響く
講演をしていただく「こころの授業」を行っています。 

・ 自然ふれあい教室では、(財)日本野鳥の会ウトナイ湖サンクチュアリ
へ講師をお願いして、市内の様々な動植物の観察や学習を行って
います。 
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②まちの緑を守ろう  
 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 市有林の施業面積 2 ha 
144 ha 

（計画期間累計） 

 森林の有する多面的機能を持続的に発揮されるよう、森林施業の促進を図ります。 

 公園などの身近な緑の適正な維持管理に努めます。 

 花と緑にあふれた色彩豊かな街並みを創出するため、市民や事業者などと連携して緑化を推進します。 

 

 

 

 

森林などの開発行為への 
適正な指導 関係法令の遵守 

計画的な森林施業 自社の森林保全 植樹など緑化イベントへの参加 

公園などの維持・管理 公園等里親制度への加入など 
ボランティア活動への参加 

緑化活動への支援 緑化活動への参加 
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③公害を未然に防ごう  

 公害を未然に防ぎ、市民の生活環境を快適に保つため、モニタリングや公害防止設備の導入支援

など、環境保全対策と各企業の取組により、良好な環境を保全します。 

 

 

 
公害防止協定の締結や、 
公害防止設備の導入支援など 
企業や関係機関との連携 

関係法令や公害防止協定を 

守り、定期的な設備点検をする 
公害防止協定の把握・理解 

市内の環境状況の 
測定＆情報発信 

大気汚染・水質汚濁・騒音・悪臭

の発生を防ぐ 
騒音・悪臭の発生を防ぐ 

国・道の関係機関と連携し、   
公害防止及び問題発生時の  
迅速な対応に努める 

問題発生時における国、道、市などの関係機関への協力 

航空機騒音の軽減を目的とした、
国などに対する要請 

周辺環境を考慮した防音設計に

する 
空港周辺環境を把握・理解 

下水道施設の適切な整備・管理 下水道への負荷低減 

廃棄物処理施設の適切な整備・
管理 廃棄物４R の推進 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

取組目標 現状値（2021 年度） 目標値（2030 年度） 

 大気環境基準達成率 93 ％ 100 % 

 航空機騒音環境基準達成率 100 % 100 % 
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④気候の変化に備えよう  
 気候変動がもたらす影響は自然環境、農林水産業、市民生活など広い範囲にわたることが懸念さ

れています。災害対策をはじめ、熱中症や感染症など健康面での対策など、「気候変動適応計画」

に基づいて取り組みます。 

 
 

 

 

熱中症への注意喚起 熱中症対策の実施 

花粉症・感染症への注意喚起 花粉症・感染症対策の実施 

避難体制・避難所対策 
国、道の関係機関等と連携した防
災、事前対策の実施 

避難体制の構築 
防災、事前対策 

自主防災組織の活動への参加 

BCP（事業継続計画）の準備、事前対策の検討 
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 目標達成の指標 
計画の推進により、目標がどの程度達成されたのか、また「苫小牧市環境基本条例」における基本

理念並びに方針が、どの程度実現されているのかを把握する方法として、指標を設定します。 

指標としては、「取組目標（アウトプット指標）」と「成果目標（アウトカム指標）」を定めます。 

①取組目標 基本施策（アクション）ごとに、「どのくらい施策を行うことを目指すか」を示す 

②成果目標 基本目標ごとに、「施策を行った結果どのくらい効果が得られると見込まれるか」を示す 

 
 

図表 13 指標リスト 
基本目標 成果目標（アウトカム指標） 基本施策 取組目標（アウトプット指標） 

広げよう  

ゼロカーボンと

みんなの暮ら

し 

CO2 排出量 

家庭部門 66％ 削減 

業務部門 51％ 削減 
（2013 年度比） 

エネルギーを節約しよ
う  

省エネイベントの参加人数（年間） 

エコドライブ登録者人数（累計） 

CO2 の少ない製品・サ
ービスを選ぼう  エコカーの導入率 

ゼロカーボンな住宅・オ
フィスをつくろう  

ゼロカーボンハウス促進補助金の補助件数 
（累計） 

ゼロカーボンなまちをつく
ろう  

路線バス実車走行㎞当たり利用者数 

道路照明灯のＬＥＤ化率 

公園灯のＬＥＤ化率 

環境対策の大切さを知
ろう  

小・中学校の教育課程に「ＳＤＧｓ」「ゼロカーボ

ンシティ」に関する学習の明記 

出前講座や体験学習会などの実施件数 

実現しよう 

ゼロカーボン

産業都市 

CO2 排出量 

産業部門 38％ 削減 
（目標を定めている企業は自社目標） 
運輸部門 35％ 削減 
（2013 年度比） 

エネルギーの地産地消
を進めよう  

市内における太陽光発電システム導入容量 
（累計） 

産業全体で取組を拡
大しよう  ゼロカーボン対策推進企業の支援件数（累計） 

新技術に取り組む産業
の輪を広げよう  

ゼロカーボンに関する調査・実証研究等の実施件

数（累計） 

目指そう  

資源が循環す

る053
ゼ ロ ご み

のまち 

1 人 1 日当たりの 

家庭ごみの排出量 520ｇ 

リサイクル率 33.0％ 

CO2 排出量 

廃棄物部門 25％ 削減 

ごみを減量しよう  1 人 1 日当たりの家庭ごみの排出量 

リサイクルに取り組も
う  リサイクル率 

きれいなまちを目指そ
う  廃棄物焼却による CO2 排出量 

守ろう  

豊かな自然と

みんなの未来 

市民満足度の上昇※ 
・ 豊かな自然環境の保全に

努め、自然保護の意識を
高めること 

・ 公園、緑地、広場、並木道
など身近に緑とふれあえるこ
と 

・ 大気汚染、水質汚染、騒
音等､公害を防ぐ対策をとる
こと 

苫小牧の多様な自然
環境を守ろう  

各小学校等における「自然ふれあい教室」及び 
「こころの授業(出前講座)」の実施回数、人数 

まちの緑を守ろう  市有林の施業面積 

公害を未然に防ごう  
大気環境基準達成率 

航空機騒音環境基準達成率 

気候の変化に備えよ
う  ― 

※市民意識調査結果では「満足」「やや満足」「普通」の合計割合を満足度として評価します。 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

最近よく聞く 
SDGｓ 

ってなに  

・ SDGs とは「持続可能な開発目標」で、環境問題・差別・貧困・ 
人権問題といった課題を、世界全体で令和 12 年度（2030 年
度）までに解決していこうという国際社会の共通の目標です。 

・ 2015（平成 27）年、国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための 2030 アジェンダ」で掲げられています。 

・ 地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」こと
を誓っています。 

・ 17 のゴール・169 のターゲットから構成されています。 

・ 17 のゴールは、社会、経済、環境の 3 つの側面から世界が直面する課題を網羅して
います。 

【社会】 貧困や飢餓、教育など 

【経済】 エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消など 

【環境】 地球環境や気候変動など 

・ SDGs は、17 のゴールを、統合的に解決しながら持続可能なよりよい未来を築くことを
目標としています。 

・ この計画の取組も、SDGｓの目標達成につながります。世界の課題を意識して、苫小
牧から行動を起こすことが大切です。 
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 脱炭素社会に向けた対策【緩和策】 
 この章では、地球温暖化対策のうち、気候変動の緩和策に関わる目標・施策について整理します。 

 

 

4－1 地球温暖化による気候変動問題 

4－2 世界共通の気候変動対策 

4－3 日本の CO２排出量削減に向けた目標 

4－4 2050 年の脱炭素社会に向けた目標 

4－5 2050 年の脱炭素社会に向けたシナリオ 

4－6 計画の推進体制 

4－7 計画の進行管理 

4－8 地域脱炭素化促進区域の設定に向けて 
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 地球温暖化による気候変動問題 
地球温暖化による気候変動問題は、遠い未来の話ではなく、今まさに私たちの生活に大きな影響を

与えています。 

令和3年（2021年）８月には、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報告書が

公表されました。報告書では、「人間活動によって温暖化が起きていることは疑う余地がない」と初めて  

断定され、大気や海洋の世界平均温度の上昇、南極や北極の氷および山岳氷河などの広範囲にわたる

減少、世界平均海面水位の上昇等が示されています。 

実際に、世界では、平均気温が上昇したり、雪や氷が融けたり、海面水位が上昇したりする現象が  

観測されています。国内でも、集中豪雨による河川の洪水や土砂災害など自然災害、熱中症などの健康

被害の増加は既に各地で確認されています。本市においても、異常気象に伴う局地的豪雨による土砂

災害や道路の冠水などの被害が発生しています。 

今後、地球温暖化の進行に伴い、猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されており、水不足や 

水質の悪化、農作物の品質低下や漁獲量の減少など、私たちの生活にも様々な影響が広がっていくこと

が懸念されます。 

地球温暖化による気候変動は、人間の活動由来のCO2排出量と、ほぼ相関関係にあることがあきら

かになっているため、CO2排出量の削減に世界が一体となって取り組むことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教えて ゼロカーボンまめ知識 

苫小牧市では 
どんな気候の変化 

がおこるの  

・ 札 幌 管 区 気 象 台 と 室 蘭 地 方 気 象 台 は 「 日 本 の 気 候 変 動
2020 」 （ 文 部 科 学 省 ・ 気 象 庁 ） に 基 づ い て 、 令 和 4 年
（2022 年）3 月に本市が位置する「胆振地方の気候変動」を
公表しています。 

・ 「これまでの気 候の変化」は、年平 均気温は 100 年あたり約
0.8 ℃の割合で上昇、短時間強雨（1 時間降水量 30mm
以上）の発生頻度は約 30 年前と比較して約 1.6 倍に増加し
ています（胆振地方の気候変動より、平均気温は室蘭、降雨は
北海道の数値）。 

・ 「これからの気候の変化（21 世紀
末）」は、追加的な地球温暖化対
策 を行わなかった場合 （4℃上昇
シナリオ）では、年 平 均 気 温 が約
4.8℃の上昇、短時間強雨の発生
頻度は約 4.4 倍に増加するとして
います（胆 振 地 方 の気 候 変 動 よ
り、胆振地方の値）。 年平均気温の変化（4 ℃上昇シナリオ） 

出典 札幌管区気象台・室蘭地方気象台「胆振地方の気候変動」（2022 年 3 月）より抜粋加工 



第４章 脱炭素社会に向けた対策【緩和策】                     

48 

 世界共通の気候変動対策 
平成27年（2015年）、フランス・パリにおいて、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）

が開催され、世界共通の気候変動対策となるパリ協定が採択されました。 

国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとと

もに、1.5℃に抑える努力を継続すること」や「今世紀後半のCO2の人為的な排出と吸収の均衡」を 

掲げています。 

平成30年（2018年）に公表されたIPCC「1.5℃特別報告書」では、世界全体の平均気温の 

上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、CO2排出量を2050年に正味ゼロと

すること（ゼロカーボン、カーボンニュートラル、ネットゼロ）が必要とされています。 

この報告書を受け、世界各国で、2050年までのゼロカーボンの実現を目標として掲げる動きが 

広がりました。 

 

 

 

 日本の CO２排出量削減に向けた目標 
日本では、令和2年（2020年）10月に、2050年までにゼロカーボンの実現を目指すことを宣言

しました。翌年4月に、令和12年度（2030年度）のCO2の削減目標を46％削減（平成25年度

（2013年度）比）し、さらに50%の高みに向けて、挑戦を続けていくことを表明しました。 

また、令和3年（2021年）10月には、これらの目標が位置づけられた地球温暖化対策計画が 

閣議決定されました。計画では、全ての社会経済活動においてゼロカーボンを主要課題の一つとして

位置付け、目標実現のために、ゼロカーボンを軸として成⾧に資する政策を推進していくことなどが示さ

れています。 

北海道では、令和3年（2021年）3月に「北海道地球温暖化対策推進計画(第3次)」の見直し

を行い、令和12年度（2030年度）のCO2の削減目標を48％削減（平成25年度（2013年度）

比）としています。 
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 2050 年の脱炭素社会に向けた目標 
苫小牧市地球温暖化対策地域推進計画で定めるCO 総量削減目標は、国の地球温暖化対策 

計画や北海道地球温暖化対策推進計画などを踏まえてCO2排出部門別に設定します。 

省エネルギー対策のほか、再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限活用して、ゼロカーボンに向けた

取組を進め、令和32年（2050年）にCO2排出量実質ゼロを目指します。 

 

図表 14 苫小牧市における総量削減目標 

分類 2013 年度（基準年度） 2030 年度（目標年度） 

産業部門 3,603,437 t-CO2/年 企業目標または▲38% 

業務その他部門 393,835 t-CO2/年 ▲51% 

家庭部門 498,955 t-CO2/年 ▲66% 

運輸部門 571,011 t-CO2/年 ▲35% 

廃棄物部門 19,109 t-CO2/年 ▲25% 

合計 5,086,348 t-CO2/年 ▲48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 15 苫小牧市における総量削減目標 

※成り行きシナリオ 今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来 CO2 排出量 

2,639 
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 2050 年の脱炭素社会に向けたシナリオ 
本市が2050年に脱炭素社会を実現したイメージと、令和12年度（2030年度）の目標達成に向け

た施策を整理します。 

市では、自然的・社会的条件に応じたCO2の排出の削減等のための施策を推進します。特に、市民や 

事業者との協力・連携の確保に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再生

可能エネルギー等の最大限の導入・活用とともに、省エネルギー対策、電化シフトなどによる再生可能エネ

ルギーの導入拡大、CO2回収・有効利用・貯留（CCUS）の社会実装に向けた取組、資源循環による

ごみの削減などの、CO2の排出量の削減につながるよう効果的な地球温暖化対策を市、事業者、市民が

一体となって積極的に進めます。  

 

図表 16 2030 年の目標達成に向けた施策一覧 

民生部門（家庭・業務）  

エネルギーの節約 

CO2 の少ない製品・サービスの選択 

ゼロカーボンな住宅・オフィスづくり 

 ゼロカーボンなまちづくり 

 市民への環境教育 

産業部門  

 エネルギーの地産地消 

 産業全体でゼロカーボンの取組拡大 

 新技術に取り組む産業の輪を拡げる 

運輸部門  

 環境負荷の低い交通への転換 

廃棄物部門  

 ごみの減量 

 リサイクルの推進 

 まちの環境美化 
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（1） 民生部門（家庭・業務） 

 

 公共施設では、再生可能エネルギーの導入や建物のゼロエネルギー化が進んでいます。 

 公共部門の再生可能エネルギーの電気調達が標準化されています。 

 設置可能な建築物等のすべてに太陽光発電設備が導入されています。 

 新しく建設する公共施設等はゼロエネルギー化（ZEB、ZEH 化）を実現しています。 

 住宅・建築物は新築・改修時の省エネ性能向上が進んでいます。 

 家庭の冷暖房の省エネと、健康で快適な住まいの確保のために、住宅の断熱性等の省エネ

性能や気密性の向上が実現されています。 

 再生可能エネルギーの導入が地域全体のレジリエンス強化につながっています。 

 住宅の再エネ・創エネ設備や、電気自動車などを含む蓄エネ設備がネットワーク化され、  

需給調整に活用されています。 

 コンパクト・プラス・ネットワークの推進で、公共交通が市民の主な移動手段となっています。 

 公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進するとともに、多様な利用促進策により需要

を拡大しています。 

 既存公共交通の活用、情報化の推進、乗り継ぎ改善、パークアンドライドなど、利便性の 

高い公共交通が実現しています。 

 ＪＲ苫小牧駅前をはじめとするまちなかの整備により、ウォーカブルな都市空間が形成されて

います。 

 徒歩や自転車で安全で快適に移動できる、魅力的な環境が整備され、移動に伴う CO２を

抑制するとともに、健康増進、混雑緩和等に貢献しています。 

 持続可能な消費行動が市民に定着しています。 

 消費者と生産者の交流、学校給食をはじめとした地産地消などによって、見た目や価格 

重視から持続性重視の価値観へと転換しています。 

 エコポイントの導入など、一人ひとりが楽しみながら自発的に実践できるような、脱炭素に  

向かう行動が市民に広がっています。 
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本市では、エネルギーの見える化や、省エネルギー製品の導入、省エネ行動の定着化を通じて、 

省エネルギーの取組を推進します。  

 

図表 17 取組目標（民生部門） 

 

  

指標項目 現状値 目標値 

市内における太陽光発電の導入容量（累計） 
203 MW 

（2020 年度） 

300 MW 

（2030 年度） 

ゼロカーボンハウス促進補助金の補助件数（累計） 
1,947 件 

（2021 年度） 

3,900 件 

（2030 年度） 

省エネイベントの参加人数（年間） 
61 人 

（2021 年度） 

100 人 

（2030 年度） 

エコカーの導入率 
11 % 

（2021 年度） 

40％ 

（2030 年度） 

道路照明灯のＬＥＤ化率 
30 ％ 

（2021 年度） 

60 ％ 

（2030 年度） 

公園灯のＬＥＤ化率 
26.50% 

（2021 年度） 

100 ％ 

（2030 年度） 

小・中学校の教育課程に 

「ＳＤＧｓ」「ゼロカーボンシティ」に関する学習の明記 
― 

全 39 校で実施 

（2030 年度） 

出前講座や体験学習会などの実施件数 
5 件 

（2021 年度） 

１２件 

（2030 年度） 
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  教えて ゼロカーボンまめ知識 

2050 年の 

「暮らし」を 

イメージしよう 

建物のゼロエネルギー化 

・ 断熱性能の向上などで大幅な省エネルギーを実現するとともに、
再生可能エネルギーを導入することで、年間のエネルギー消費量
の収 支 をゼロとすることを目 指 した住 宅 やビルのことを「ZEH」 
（ゼッチ）「ZEB」（ゼブ）と呼びます。 

ビークルツーホーム（Ｖ２Ｈ） 

・ ビークルツーホーム（Ｖ２Ｈ）とは、電力消費が多
くなったときにＥＶに蓄えた電気を家で使うことができ
るシステムです。再生可能エネルギーで発電したけれ
ど、使い切れなかった電力を電気自動車に充電し
て、必要な時に活用することが可能になります。 

MaaS（マース） 

・ 市民や旅行者が移動するニーズに合わせて、複数の
公共交通や、カーシェアのようなサービスを組み合わ
せて検索・予約 ・決済等を一括で行えるようにした 
サービスのことです。 

・ 乗り継ぎのよい便利な公共交通が実現することで、
公共交通の利用を促進して、地球温暖化対策にも
つながります。 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

・ 居住を公共交通の沿線や日常生活の拠点に誘導するコンパクトシティ化と、拠点を
つなぐ公共交通のネットワークづくりを進めることです。 

エコポイント 

・ 環境に配慮した行動・サービス利用に対して付与される
ポイントプログラムです。 

・ 環境省が推進する、エコアクションポイントなどがありま
す。 
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（ア） エネルギーの節約 

家庭では「とまエコノート」（本市ホームページで公開）や「うちエコ診断」（環境省）、エコワット

やデジタル燃費計、事業者は、省エネ診断や環境マネジメントシステムの導入などを活用して、エネ

ルギーの見える化を行い、省エネルギー対策につなげます。 

また、使用するエネルギーや水などの節約、クールビズ・ウォームビズ・テレワークの実施など、省エネ

行動を多くの市民に定着させます。 

（イ） CO2 の少ない製品・サービスの選択 

機器や家電等の更新時期に合わせて、省エネルギー性能の高い製品の導入を進めます。また、

買い物をする時は、環境性能の高いものや、環境配慮マークの付いたもの、地元で作られたものを

選択することを推進します。 

とまチョップポイントを活用したエコポイント制度を活用するなど、楽しみながらゼロカーボン対策に

取り組めるような工夫によって、市、事業者、市民が連携して一緒に取り組みます。 

（ウ） ゼロカーボンな住宅・オフィスづくり 

公共施設への再エネ発電設備の導入に率先して取り組むとともに、家庭や事業所における自家

消費を目的とした再エネ発電設備の導入を促進し、各所で使用する電力の再エネ化を推進します。 

また、断熱性・機密性の向上を推進するとともに、将来的には、ZEH(ゼッチ)・ZEB(ゼブ)のよう

に、エネルギー消費量が実質ゼロ（省エネで消費エネルギーを減らし、太陽光発電を導入）となる

住宅・オフィスづくりを進めます。 

（エ） ゼロカーボンなまちづくり 

道路照明灯や公園灯のＬＥＤ化や、地域全体で再生可能エネルギーの活用を促進します。 

ウォーカブルな都市空間づくりによって、自転車や徒歩での移動を促進し、市民の健康改善にも

つなげます。 

苫小牧市森林整備計画に沿った計画的な森林整備を行い、市内の森林によるＣＯ２吸収を

促進します。また、街路樹・公園から発生する廃材のエネルギー活用にも取り組みます。 

さらに、市内イベントや事業活動等で排出されるＣＯ２排出量のオフセットを行います。 

（オ） 市民への環境教育 

小中学生を中心とした次世代の市民に向けて、小中学校と連携した省エネ行動教育プログラム

や環境教育副読本の配布、SDGs、ゼロカーボンシティなどの環境学習を行います。 

また、広報誌やホームページ、ＳＮＳなどによる情報提供、出前講座や体験学習会といった市

民への環境教育を行います。 
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（2） 産業部門 

 

 省エネルギー行動が進んでいます。 

 施設・設備・機器について、経済性や品質への影響等を考慮した上で、電化や省エネル 

ギー性能の高いものを選択するなど、事業者の省エネルギー化が進んでいます。 

 地域共生型の再生可能エネルギーの導入が進んでいます。 

 環境配慮や地域貢献の要件に基づいて、再エネ促進区域が選定（ポジティブゾーニング）

され、再生可能エネルギーの適地で大規模発電と、工場・市街地等の消費エリアへの供給

が行われ、一大エネルギー産業となっています。 

 地元企業による再生可能エネルギー施設・設備の工事施工や保守管理、再生可能エネル

ギー事業への出資などが行われ、再生可能エネルギー導入に伴う利益が地域に還元されて

います。 

 工場などで、自家消費型の再生可能エネルギーの導入が進んでいます。 

 災害時も地域の再生可能エネルギーなどの自立的な電源の活用が可能になっています。 

 定置型蓄電池や EV/PHEV、給湯機器等と組み合わせて、効率よく再生可能エネルギー

が利用されています。 

 水素など次世代エネルギーの生産・供給やCCUSは本市の新たな地域産業となっています。 

 地域の再生可能エネルギーを活用した水素など次世代エネルギーの活用、サプライチェーン

の構築が進んでいます。 

 CO２の貯留や再利用を行う CCUS 技術が活用されています。 

 苫小牧港にカーボンニュートラルポートが形成されています。 

 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、事業者間連携による水素やアンモニアなどの  

需要創出・供給拡大が進んでいます。 

 農林水産物・食品のサプライチェーン全体における脱炭素化が進んでいます。 

 農林業機械や漁船等の省エネ化・電化をはじめ、生産・加工・流通・消費・廃棄（リサイク

ル）を通じて、農林水産業の CO2 ゼロエミッション化が進んでいます。 

 自然の力を活かした脱炭素化が進んでいます。 

 林業活動を通じた間伐、 再造林などの適切な森林整備等を推進しています。 

 鳥獣被害対策や生態系の保全・再生など、地域における生物多様性が保全されています。 
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本市の地域資源を最大限に活用しつつ、地域の事業者や金融機関等の関係主体等とも積極

的に連携し、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー行動を促進することにより、エネルギーの地

産地消や地域内の経済循環の活性化、災害に強い地域づくりに取り組みます。 

 

図表 18 取組目標（産業部門） 

 

 

（ア） エネルギーの地産地消 

苫小牧市は、再生可能エネルギーのポテンシャルが高く、特に太陽光発電の適地となっています。

エネルギーの地産地消とともに、地域の産業振興にもつなげます。 

太陽光発電など再生可能エネルギーの導入、地域マイクログリッド等による電力の地産地消に  

向けて取り組みます。 

 

（イ） 産業全体でゼロカーボンの取組拡大 

個々の事業者の取組や事業者間の連携を推進する環境づくりのため、対策を行う事業者への

支援、相談対応、情報交換を積極的に行います。 

 

（ウ） 新技術に取り組む産業の輪の拡大 

ゼロカーボンに関連する様々な調査・実証事業、苫小牧 CCUS・ゼロカーボン推進協議会などと

連携して、ゼロカーボンと産業振興の両立を目指し取組を進めます。 

  

指標項目 現状値 目標値 

市内における太陽光発電の導入容量（累計） 
203 MW 

（2020 年度） 

300 MW 

（2030 年度） 

ゼロカーボン対策推進企業の支援（累計） ― 
200 件 

（2030 年度） 

ゼロカーボンに関する調査・実証研究等の実施件数（累計） 
11 件 

（2021 年度） 

30 件 

（2030 年度） 
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教えて ゼロカーボンまめ知識 

2050 年の 

「産業」を 

イメージしよう 

再エネ促進区域（ポジティブゾーニング） 

・ 環境や景観保全の観点、社会的配慮なども
考 慮 して、再 生 可 能 エネルギーを促 進 させる
「促進区域」を設定し、事業者に対し、適地へ
の誘導を促す仕組のことです。 

自家消費型太陽光パネル 

・ 敷 地 内 の屋 根 や駐 車 場 に太 陽 光
発電設備を設置して、その電力を建
物内で消費することです。 

メガソーラー 

・ 未利用の広大な土地などに設置する、出力
1,000ｋｗ以上の大規模な発電容量を持
った産業用の太陽光発電設備のことです。 

水素などの次世代エネルギー 

・ 水素は、燃焼時に CO2 を発生させず、再生可能エネルギーなどから作ることができる 
ため、将来のエネルギーとして注目されています。 

マイクロ水力発電 

・ 出力 100kW 以下の比較的小規模な水力発電のことで、小河川や上水道、ため池
やプールなどの水を利用して発電します。 

・ 生態系へ与える影響 が比 較的小さく、安定 した電力 が得 られることで注目されてい 
ます。 

再生可能エネルギーの供給 

・ 再生可能エネルギーは天候に左右されるなど
安定しないことが課題の一つとなっています。 

・ ネットワークの整備のほか、蓄電池の活用や、
余った電力を水素に変えて活用する技術など
も実用化に向けた取組が進んでいます。 
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ゼロエミッション船とグリーン燃料の供給・受入れ・貯蔵 

・ 将 来 的 には苫 小 牧 港 でも、海 外 から大 量 の水 素 やアンモニアなどグリーン燃 料 の 
受入れが想定されます。 

・ 運搬する船自体の燃料についても、水素やアンモニアを利用することで、運航時に温室
効果ガスを排出しない次世代燃料船（＝ゼロエミッション船）が将来に向けて開発が
進められています。 

・ 輸送にかかわる CO2 の削減に加え、大気や海洋の汚染のリスクも低減されます。 

工場での水素・アンモニアの利活用 

・ 地 域 や日 本 を支 える苫 小 牧 の工 場 群 は、大 量 の 
エネルギーを必要とし、CO2 の排出源である化石燃
料を多く消費します。 

・ 燃料をグリーン水素やグリーンアンモニアに転換すること
で CO2 削減に大きく寄与します。また製品が CO2   

フリーなものとして付加価値も生まれます。 

小型船舶の EV 化 

・ 漁船やボート、観光用小型船なども、EV 化
の開発や実証が進められています。 

・ カーボンニュートラルポートなどにおいて、再生
可能エネルギー由来の電気から小型船舶へ
給電することで脱炭素化が実現し、EV 化に
より船舶の騒音が小さくなるなどのメリットが考
えられます。 

建設機械などの脱炭素化 

・ 建設機械のカーボンニュートラルを推進するため、国では、
ICT 技術を活用した施工の中小建設業への普及や、電
動、水素、バイオ燃料などを使った建設機械の使用の原
則化を含めて、導入拡大を促進しています。 
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（3） 運輸部門 

 

 ゼロカーボンドライブが普及し、自動車による移動が脱炭素化されています。 

 公用車は、エコカー（HV、PHV、EV、FCV など）になっています。 

 市内を走る乗用車、物流・人流を支えるバスやトラックなどの EV・FCV 化が定着しています。 

 公共施設、商業施設や物流施設などの地域の物流・人流の要所において、充電・充放電

設備、水素ステーションが整備されています。 

  

教えて ゼロカーボンまめ知識 

ゼロカーボン 

ドライブ 

って何  

・ 太陽光や風力などの再生可能エネル
ギーを使 って発 電 した電 力 と、電 気
自動車 (EV)、プラグインハイブリッド
車  (PHEV) 、 燃 料 電 池 自 動 車 
(FCV)を活用 した、走行時 の CO2

排出量がゼロのドライブのことです。 

・ 太陽光発電設備を設置できない場
合でも、各小売電気事業者が販売
する再エネ電力メニューを買うことでゼ
ロカーボンドライブが実現できます。 

・ これらの対象となる車種は近年増えてきており、今後も選択肢が広がることが予想され
ます。また、災害時には蓄電池として活用することができるのもメリットの一つです。 

・ 電気自動車が搭載しているバッテリーは大容量であり、電気自動車から家庭へ電力を
供給する設備（V2H）を設置していれば、災害時や停電時において系統から電力が
供給されなくなった際も、2～4 日程度の家庭での消費電力を、EV からの電力のみで
賄うことが可能です。（出典 環境省 Let's ゼロドラ  ） 
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車種の選択や運転の仕方など、地球温暖化に関する日常的な行動の変容を促すことで、環境

負荷の低減を図ります。 

 

図表 19 取組目標（運輸部門） 

 

（ア） 環境負荷の低い交通への転換 

自動車利用から、CO2 排出がより少ない公共交通機関への移行を促進します。 

鉄道やバスの乗り方教室、企業と連携したノーマイカーデーの実施など、CO2 の少ない移動手段

として、公共交通の利用促進に向けて取り組みます。 

自動車を運転する際も、エコドライブを普及させるため、エコドライブコンテストやエコドライブ宣言 

などに取り組むほか、公用・事業用・自家用車へのエコカーの導入を進めます。 

 

  

指標項目 現状値 目標値 

エコドライブ登録者人数（累計） 
5,733 人 

（2021 年度） 

6,650 人 

（2030 年度） 

エコカーの導入率 
11 % 

（2021 年度） 

40％ 

（2030 年度） 

路線バス実車走行㎞当たり利用者数 
1.06 人 

（2021 年度） 

1.17 人 

（2030 年度） 
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（4） 廃棄物部門 

 

 地域で発生した廃棄物を地域資源として活用しています。 

 廃棄物処理で得られる電気・熱の有効利用など、廃棄物エネルギーの効率的な回収が 

進んでいます。 

 サプライチェーン全体を通じた食品廃棄物が削減されています。 

 従来の食品廃棄物については、時代や社会情勢に応じて飼料化や肥料化、バイオガス  

発電・熱利用等の有効利用が進んでいます。 

 廃棄物の４R が徹底されています。 

 4R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の徹底により廃棄されるプラスチックが削減

されるとともに、石油由来のプラスチックがバイオマスプラスチックに代替されることで、プラスチッ

クの焼却に伴って排出される非エネルギー起源 CO2 の削減が図られています。 

 

 

教えて ゼロカーボンまめ知識 

廃棄物の 

有効利用って 

何をするの  

・ 廃棄物の循環利用では、「発生させないこと」が第一で、次に食品 
残渣などの飼料化・肥料化、再生紙としての再利用が優先されます。 

・ 生ごみ、紙、し尿・汚泥など、再利用が難しいものについては、バイオ
ガス化することで資源として活用することが有効です。 

・ バイオガスとは、生ゴミや家畜の糞尿などを発酵させて得られるガスの 
ことで、発生したバイオガスを発電に利用し、エネルギーを得ることが 
できます。 

バイオガスの作り方（出典 環境省ホームページ） 
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これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済のあり方を見直し、廃棄物の発生 

抑制と適正な資源循環が行われることにより、循環型社会を形成することで限りある資源の有効 

利用を図ります。 

 

図表 20 取組目標（循環型社会の形成） 

 

（ア） ごみの減量 

ごみの減量に向けて、日頃からマイバック・マイボトルなどの活用を促進して、ワンウェイプラスチック

の削減につなげるとともに、生ごみ 3 きり運動や、堆肥化容器等の普及などによって、生ごみの削減

と有効活用につなげます。 

（イ） リサイクルの推進 

広報紙やごみ分別アプリ、ＳＮＳなどを活用して様々なリサイクル情報を発信することで、家庭

から出る資源物の分別を徹底し、集団回収や拠点回収を利用します。また、出前講座や施設見

学、イベントなどを通じて、次世代市民への環境教育の充実を図ります。 

事業系ごみの適正処理と分別徹底に努めるほか、環境配慮した製品の開発に取り組みます。 

（ウ） まちの環境美化 

ぽい捨て防止や不法投棄対策を実施するとともに、地域の大掃除活動を実施するなど、まちの

環境美化に取り組みます。 

また、プラスチック代替素材等の地球にやさしい環境に配慮した製品の利用を促進し、廃棄物 

焼却による CO 排出量を削減します。 

 

  

指標項目 現状値 目標値 

1 人 1 日当たりの家庭ごみの排出量 
564g 

（2021 年度） 

520g 

（2030 年度） 

リサイクル率 
31.0％ 

（2021 年度） 

33.0％ 

（2030 年度） 

廃棄物焼却による CO2 排出量 
14,751 t-CO2/年

（2019 年度） 

14,332 t-CO2/年 

（2030 年度） 
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 計画の推進体制 

（1） 市役所内部における計画推進体制 

「環境」の範囲は広く、環境部局だけでは目標の達成は困難なため、市役所関係部署の連携

を強化し、他の計画との整合性を図りながら、総合的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 21 計画推進体制 

（2） 市、事業者、市民による計画推進体制 

計画の目標実現のためには、必要不可欠なのが、市、事業者、市民の連携が必要不可欠です。

互いに協力して、環境の保全に向けた取組を推進します。 

（3） 関係機関及び他市町村との連携 

本市だけでは解決が難しい広域的な対応を必要とする施策については、国や北海道並びに  

関係する市町村や機関と連携した取組を行っていきます。また、国や北海道が進める環境施策に

協力するとともに、必要に応じて、市としての要望活動を行います。 
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 計画の進行管理 
進行管理については、PDCAサイクルにより行います。 

短期サイクル（毎年度）では、策定した計画〔Plan〕を実行〔Do〕し、評価〔Check〕、公表・報告

〔Action〕を行い、計画を推進します。進捗状況の点検は環境審議会により行い、環境の現況は環境 

白書により公表します。 

また、⾧期サイクル（中間年となる4年目、計画期間）では、目標の達成状況や計画の評価を行い、

必要に応じた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 22 計画の進行管理 
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 地域脱炭素化促進区域の設定に向けて 

（1） 苫小牧市再生可能エネルギーゾーニング検討事業 

令和 3 年度（2021 年度）に「苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略」を策定し、その中で

CO2 排出量 497 万トン、再エネ導入ポテンシャル 2,271MW と推計しました。 

令和 4 年度（2022 年度）には、推計された再エネ導入ポテンシャル 2,271MW について、

実際に再生可能エネルギーを導入するに当たっての課題や調整事項を明確化し、実現可能性を

調査する「苫小牧市再生可能エネルギーゾーニング検討事業（以下「再エネゾーニング調査」とい

う。）を実施しました。 

この結果は、令和 5 年度（2023 年度）以降に予定する、再エネ導入と景観との調和をはか

るための条例等や、改正地球温暖化対策推進法で設定された「地域脱炭素促進区域」などの制

定に向けた検討材料として活用する予定です。 

（2） 再エネ導入と景観との調和をはかるための条例等の制定に向けて 

再エネゾーニング調査において、希少な動植物の生育や渡り鳥に関する情報が得られた場合は、

生態環境に影響を及ぼす区域を保全区域とします。 

景観への影響の観点から、市内の重要な眺望点については、再エネゾーニング調査にて眺望点

に係るフォトモンタージュを作成するなどにより影響の程度を予測・評価し、発電設備の規模（高さ

や大きさ）や配置の工夫、周辺景観に調和する色彩や形態の採用、眺望点から見えないようにす

るなどの配慮事項を設けます。 

騒音による影響の観点から、住居等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に存在する

場合は、工事に係る配慮、設備の配置の工夫などの必要な対策について言及します。 

反射光による影響の観点から、学校や病院等の配慮が必要な施設が事業実施区域の近隣に

存在し、反射光の影響が懸念される場合は、太陽光パネルの向きの調整などの必要な対策につい

て盛り込みます。   

（3） 地域脱炭素化促進区域の設定に向けて 

国の促進区域設定に係る環境省令や、北海道の基準を踏まえ、自然保護区その他の考慮す

べき区域を除外したエリアから促進区域の設定を検討します。 

促進区域の設定にあたり、環境省に採択された重点対策加速化事業の交付金の活用を前提

に、広域的ゾーニング型、地区・街区指定型、公有地・公共施設活用型、事業提案型の４つの

類型の中から、苫小牧市に最適な促進区域の設定を目指します。 
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 気候変動に向けた適応策【適応策】 
 この章では、気候変動への適応策に関わる目標・施策について整理します。 

 

 

 

5－1 適応策の推進に向けた役割 

5－2 気候変動の影響評価 

5－3 分野・項目ごとの影響評価と適応策 
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 適応策の推進に向けた役割 
気候変動の影響は幅広い分野に及ぶものであるため、「適応」の取組は、国や北海道だけではなく、

事業者や市民など多様な関係者がそれぞれの役割を担いながら、連携・協力して推進していくことが 

重要です。 

「気候変動適応法」に基づき策定された国の「気候変動適応計画」では、国をはじめ、地方公共 

団体や事業者、国民等の基本的役割が定められています。 

本市の計画においては、これらの役割分担を踏まえて、市、事業者、市民が取り組むべき施策を  

策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 23 国の気候変動適応計画における各主体の役割 

出典 北海道「北海道気候変動適応策計画」を基に一部加工 

  

各主体
の役割

政府

地方公共団体
（都道府県・市町村）

事業者 国民・市民

国立環境研究所

・事業に応じた適応の推進
・適応ビジネスの推進

・適応行動の実施
・適応施策への協力

・地域の適応の推進
・地域の関係者の適応促進

・適応の率先実施
・多様な関係者の適応促進

・適応の情報基盤の整備
・地方公共団体等の技術的援助
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 気候変動の影響評価 

（1） 影響評価の条件 

気候変動がもたらす影響は自然環境、農林水産業、市民生活など広い範囲にわたることが懸念 

されています。 

気候変動がもたらす影響の検討については、国が気候変動適応法に基づき、概ね5年ごとに気候 

変動影響評価報告書を作成し公表しています。 

最新の評価報告書は、令和2年（2020年）12月に公表され、分野ごとに気候変動影響につい

て「重大性」「緊急性」「確信度」の３つの軸で評価しています。さらに、北海道は「北海道気候 変動

適応計画」において、国の報告書等を基に北海道で予測される影響等を整理しています。 

 

（2） 市に影響等のある分野・項目 

本市における気候変動の影響については、国や北海道が示す気候変動影響評価を参考に対象 

項目を整理し評価を行いました。 

国や北海道により、分野としての重大性が「○ 特に重大な影響が認められる」、緊急性が  

「○ 高い」、「△ 中程度」、確信度が「○ 高い」、「△ 中程度」、「□ 低い」と評価された項目

のうち、市の地域特性に該当する項目は次表のとおりです。 

 
  

教えて ゼロカーボンまめ知識 

雁来る苫小牧に 

地球温暖化の影  

・ ウトナイ湖に飛来する渡り鳥で圧倒的な数を誇るのが、雁の一種
マガンです。夏は繁殖地のロシア極東で過ごし、冬は本州で越冬
します。ウトナイ湖には春と秋の渡り途中に飛来し、春はその数が
数万羽にも及びます。 

・ しかし近年、少数が北海道で越冬しているのが確認されるように
なりました。地球温暖化の影響で、ねぐらの水辺が結氷しなかった
り、積雪が少なく田畑でエサを取れたりすれば、渡る必要がないの
かもしれません。 

・ 一見喜ばしいことにも見えますが、地球温暖化が
進みマガンの繁殖地であるロシア極東のツンドラ地
帯が林になれば、子育て（繁殖）に影響が出る
可能性があります。 

・ 準絶滅危惧種であるマガンを絶滅させないために
も、ウトナイ湖の春の名物「マガンのねぐら立ち」をこ
の先も見るためにも、私たち、一人ひとりが考え行
動することが大切です。（日本野鳥の会） 
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図表 24 市に影響等のある分野・項目 
国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 選定理由 

農業・林
業・水産業 

農業 畜産 ○ ○ △ 
市においても酪農・肉用牛の生産が あること
から、北海道の評価に準拠。 

林業 
木材生産 
（人工林等） 

○ ○ □ 国、北海道の評価に準拠。 

水産業 

回遊性魚介類 
（魚類等の生態） 

○ ○ △ 
市においても、サケ、マス、スケトウダラ等の生
産があることから、北海道の評価に  準拠。 

増養殖等 ○ ○ △ 
市においても増養殖の必要性があることから北
海道の評価に準拠。 

水環境・水
資源 

水資源 水供給（地表水） ○ ○ △ 国、北海道の評価に準拠。 

自然 生態
系 

陸域生態系 

自然林・二次林 ○ ○ ○ 国、北海道の評価に準拠。 

人工林 ○ ○ △ 国、北海道の評価に準拠。 

野生鳥獣による影
響 

○ ○ □ 
市においてもエゾシカ、アライグマ等による被害
があるため北海道の評価に準拠。 

淡水生態系 

湖沼 ○ △ □ 

市にも湖沼・河川・湿原が存在するため北海
道の評価に準拠。 

河川 ○ △ □ 

湿原 ○ △ □ 

沿岸生態系 
温帯・亜寒帯 
の影響等 

○ ○ ○ 国、北海道の評価に準拠。 

自然災害・
沿岸域 

河川 洪水 ○ ○ ○ 国、北海道の評価に準拠。 

沿岸 

海面上昇 ○ △ ○ 

市にも海岸線が展開しているため 国、北海
道の評価に準拠。 

高潮・高波 ○ ○ ○ 

海岸侵食 ○ △ ○ 

山地 
土石流・地すべり 
等 

○ ○ ○ 
市にも土石流・地すべり等の危険個所が展開
しているため国、北海道の評価に 準拠。 

その他 強風等 ○ ○ △ 国、北海道の評価に準拠。 

健康 
暑熱 

死亡リスク ○ ○ ○ 

国、北海道の評価に準拠。 熱中症 ○ ○ ○ 

その他（脆弱集団への影響） ○ ○ △ 

国民生活･
都市生活 

都市インフラ、ラ
イフライン等 

水道・交通等 ○ ○ ○ 

国、北海道の評価に準拠。 
その他 

暑熱による生活へ 

の影響等 
○ ○ ○ 

出典 影響評価 環境省「気候変動影響評価報告書」（2020 年 12 月） 
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 分野・項目ごとの影響評価と適応策 
 

図表 25 分野・項目ごとの適応策の一覧  

適応策１ 産業分野における適応策 

 ①農業に関する施策 営農技術対策の実施 

 ②林業に関する施策 苫小牧市森林整備計画に基づく取組の実施 

  森林保護の実施（病虫獣害への対策) 

 ③水産業に関する施策 水産基盤整備事業の実施 

（漁場回遊性の魚介類の生息分布への影響対策） 

適応策２ 水環境・水資源分野における適応策 

 ①水資源に関する施策 水質の監視 

  森林整備の実施（水源の渇水対策） 

適応策３ 自然生態系分野における適応策 

 ①陸域生態系に関する施策 エゾシカ森林被害防止対策の実施 

  希少野生動植物種保護対策、外来種対策の実施 

  生物多様性地域戦略の策定 

  森林整備の実施（水源の渇水対策）【再掲】 

適応策４ 自然災害・沿岸域分野における適応策 

 ①豪雨に関する施策 地域防災計画に基づく取組の実施 

  迅速な避難に資する取組の推進 

  下水道施設の整備 

 ②海面上昇による高潮・波浪に関

する施策 

迅速な避難に資する取組の推進 

 ③土砂災害に関する施策 苫小牧市森林整備計画に基づく取組の実施 

  治山事業予防治山事業等の実施 

  道路防災対策の実施 

  砂防設備等の整備 

 ④その他（強風）に関する施策 地域防災計画に基づく取組の実施（強い台風、竜巻対策） 

適応策５ 健康分野における適応策 

 ①暑熱に関する施策 熱中症への注意喚起 

 ②感染症に関する施策 節足動物媒介感染症対策 

 ③その他（脆弱集団への影響）

に関する施策 

シラカバ花粉等の花粉症対策 

適応策６ 国民生活・都市生活分野における適応策 

 ①その他（暑熱による生活への

影響等）に関する施策 

地域防災計画に基づく取組の実施 

（緊急輸送道路等の想定）（災害時の交通インフラ対策） 
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適応策１ 産業分野における適応策 

 

農業、林業、水産業分野について、国の評価より、重大性、緊急性、確信度の高いものとしては

「農業／畜産」、「林業／木材生産」、「水産業／回遊性魚介類・増養殖等」への影響があげられ  

ます。 

 
図表 26 農業・林業・水産業の分野において市が重点的に取り組む分野と予測される影響 

国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 予測される影響等（北海道の評価） 

農業・林
業・水産業 

農業 畜産 ○ ○ △ ●気温上昇による暑熱対策経費の増加 

林業 
木材生産 
（人工林等） 

○ ○ △ 
●降水量の増加等による植生変化に伴う人

工林施業への影響 
●病虫獣害の発生・拡大による材質悪化 

水産業 

回遊性魚介類 
（魚類等の生態） 

○ ○ △ 

◇ブリ、スルメイカの分布・回遊域の変化 
●シロザケの生息域減少 
●ブリ、ニシン、マイワシの分布域の北への拡

大・移動、スルメイカの分布密度低下、サン
マの成⾧鈍化と産卵量の増加 

増養殖等 ○ ○ △ 
●海洋の酸性化による貝類養殖への影響 
●藻類の種構成や現存量の変化によって、ア

ワビ、ウニ等の磯根資源が減少 
※予測される影響等は「北海道の評価」をもとに、市に関連する内容を抜粋して整理しています。 
※国の評価の凡例 「重大性」○ 特に大きい、◇ 「特に大きい」とは言えない、--- 現状では評価できない 

「緊急性」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 
「確信度」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 

※北海道の評価の凡例 ◇ 現在の影響、●将来予測 
 

 

教えて ゼロカーボンまめ知識 

ホッキ貝水揚げ 

連続日本一  

＜苫小牧漁業協同組合の取組＞ 
稚貝の移植と漁期や禁漁区を定め漁場の回復に着手 

厳しい漁獲制限や創業規則を伴う先進的な取り組み 

シジミ漁に使われる漁具を改良し「噴流式桁曳網」を開発 

海底の土壌を耕して稚貝の生育環境を整える画期的な 
漁法 など 

・ 苫 小 牧 と言 えば、押 しも押 されぬホッキの町 です。令 和 3 年
（2021 年）の漁獲量は 867 トンで、昨年まで 21 年連続水揚
げ日本一を達成しています。 

・ かつて苫小牧ではホッキの乱獲が起こり、1950 年代には 1 日に 20
キロ取れるかどうかというところまで資源が枯渇してしまいました。 

・ 苫小牧漁業協同組合では、様々な取組を講じて、1980 年代の
後半に豊かな漁場を取り戻しました。 
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産業分野における施策の内容 

①農業に関する施策 

●営農技術対策の実施 
・気候変動にともなう農業（気象災害や収穫作物の変化）や畜産業（伝染病）への影
響について情報収集し、関係機関等から公表される気象状況に応じた技術対策などを農
業者等へ情報提供します。 

 

②林業に関する施策 
●苫小牧市森林整備計画に基づく取組の実施 

・土砂災害防止など森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、国・道等の関係
機関と連携し、民有林を対象とした森林整備・保全を推進します。 

●森林保護の実施（病虫獣害への対策) 
・生態系保全など森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、国、道等の関係機
関の取組と連携し、森林の病害虫等の駆除などの予防措置を継続して実施するなどの対
策を行います。 

■関連する計画 
・苫小牧市森林整備計画 
・森林経営計画 
・苫小牧市特定間伐等促進計画 
・ふるさとの山づくり総合計画 
・緑の基本計画 

 

③水産業に関する施策 
●水産基盤整備事業の実施（漁場回遊性の魚介類の生息分布への影響対策） 

・気候変動による、海洋生物の分布域の変化について情報収集し、国、道の関係機関等
と連携し、対応した水産基盤整備や栽培漁業などを推進します。 
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適応策２ 水環境・水資源分野における適応策 

 

水環境・水資源分野について、国の評価より、重大性、緊急性、確信度の高いものとしては「水資

源／水供給（地表水）への影響があげられます。 

 
図表 27 水環境・水資源分野において市が重点的に取り組む分野と予測される影響 

国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 予測される影響等（北海道の評価） 

水環境・水
資源 

水資源 水供給（地表水） ○ ○ △ 
●渇水が頻発化、⾧期化、深刻化、さらなる

渇水被害の発生 
※予測される影響等は「北海道の評価」をもとに、市に関連する内容を抜粋して整理しています。 
※国の評価の凡例 「重大性」○ 特に大きい、◇ 「特に大きい」とは言えない、--- 現状では評価できない 

「緊急性」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 
「確信度」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 

※北海道の評価の凡例 ◇ 現在の影響、●将来予測 
 
 

水環境・水資源分野における施策の内容 
 

①水資源に関する施策 
●水質の監視 

・気候変動における水温の上昇にともなう、水質の変化の監視などを行います。 
●森林整備の実施（水源の渇水対策） 

・水源のかん養など森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、伐採後の   

再造林や間伐など森林の整備とともに、基盤となる路網の整備を推進します。 

（※保安林における森林整備を実施し、保安林機能を維持・強化する） 
■関連する計画 

・苫小牧市森林整備計画（再掲） 

・森林経営計画（再掲） 

・苫小牧市特定間伐等促進計画（再掲） 

・ふるさとの山づくり総合計画（再掲） 

・緑の基本計画（再掲） 
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適応策3 自然生態系分野における適応策 

 

自然生態系分野について、国の評価より、重大性、緊急性、確信度の高いものとしては「陸域生態

系／自然林・二次林、人工林、野生鳥獣による影響」、「淡水生態系／湖沼」、「沿岸生態系／ 

回遊性魚介類・増養殖等」への影響があげられます。 

 
図表 28 自然生態系分野において市が重点的に取り組む分野と予測される影響 

国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 予測される影響等（北海道の評価） 

自然生態
系 

陸域生態系 

自然林・二次林 ○ ○ ○ 

◇落葉広葉樹から常緑広葉樹への置き換わ
りの可能性 

●冷温帯林の分布適域の減少、暖温帯林
の分布適域の拡大 

●マダケ属の分布適域の拡大 

人工林 ○ ○ △ ●森林病害虫の新たな発生・拡大の可能性 

野生鳥獣による影響 ○ ○ □ 

◇エゾシカ等の分布拡大 
●積雪期間の短縮等によるエゾシカなど野生

鳥獣の生息域拡大 
●渡り鳥の飛行経路や飛来時期の変化に 

よる鳥インフルエンザの侵入リスクへの影響 

淡水生態系 湖沼 ○ △ □ 

◇降水量の減少や湿度低下、積雪深の  
減少による乾燥化 

●降水量や地下水位の低下による高層湿原
における植物群落（ミズゴケ類）への影響 

●流域負荷（土砂や栄養塩）に伴う低層
湿原における湿地性草本群落から木本 
群落への遷移等 

沿岸生態系 温帯・亜寒帯 ○ ○ ○ 
◇●海水温の上昇に伴う低温性の種から 

高温性の種への遷移 
●コンブ類の生息域の減少 

※予測される影響等は「北海道の評価」をもとに、市に関連する内容を抜粋して整理しています。 
※国の評価の凡例 「重大性」○ 特に大きい、◇ 「特に大きい」とは言えない、--- 現状では評価できない 

「緊急性」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 
「確信度」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 

※北海道の評価の凡例 ◇ 現在の影響、●将来予測 
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自然生態系分野における施策の内容 

 

①陸域生態系に関する施策 
●エゾシカ森林被害防止対策の実施 

・エゾシカによる森林被害を軽減するため、防除や捕獲などの対策を加速化させるとともに、
民有林と国有林の連携（民国連携）により効果的な森林被害対策を実施し、捕獲数
の拡大を目指します。 

●希少野生動植物種保護対策、外来種対策の実施 
・気候変動による生物分布域やライフサイクルの変化を予見し、「北海道生物の多様性の 
保全等に関する条例」に基づき、道内に生息・生育する希少野生動植物種の保護対策
及び外来種の防除対策等を実施します。 

●生物多様性地域戦略の策定 
・気候変動による生物分布域の変化、ライフサイクルの変化を考慮した戦略を策定します。 

●森林整備事業の実施（水源の渇水対策）【再掲】 
・水源のかん養など森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、伐採後の再造

林や間伐など森林の整備とともに、基盤となる路網の整備を推進します。 
（※保安林における森林整備を実施し、保安林機能を維持・強化する） 

■関連する計画 
・苫小牧市自然環境保全基本方針 
・苫小牧市森林整備計画（再掲） 

・森林経営計画（再掲） 

・苫小牧市特定間伐等促進計画（再掲） 
・ふるさとの山づくり総合計画（再掲） 
・緑の基本計画（再掲） 

 

 

  

教えて ゼロカーボンまめ知識 教えて ゼロカーボンまめ知識 

苫小牧市 

まちを緑にする会 

ってなに  

・ 発足時から、市民植樹祭、花壇コン
クールなど、市民とともに様々な緑化
活動を行ってきた結果、今では、道内
有数の緑豊かなまちになりました。 

・ 昭和 40 年代前半の苫小牧は、樹木の生育には厳しい自然条件
と急速な都市化の進行により、緑の少ないまちと言われていました。
その中で、市民の有志の方々が苫小牧の緑化を推し進めようと、
「苫小牧市まちを緑にする会」が、昭和 46 年（1971 年）1 月
20 日に発足しました。 
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適応策4 自然災害・沿岸域分野における適応策 

 

自然災害・沿岸域分野について、国の評価より、重大性、緊急性、確信度の高いものとしては「沿

岸／海面上昇、高潮・高波、海岸侵食自然林」、「山地／土石流・地すべり等」、「その他／強風等」

への影響があげられます。 

 
図表 29 自然災害・沿岸域分野において市が重点的に取り組む分野と予測される影響 

国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 予測される影響等（北海道の評価） 

自然災害・
沿岸域 

河川 洪水 ○ ○ ○ 

◇時間雨量 50mm を超える短時間強雨等
による甚大な水害（洪水、内水、高潮）
の発生 

●洪水を起こしうる大雨事象が増加、施設の
能力を上回る外力による水害が頻発 

沿岸 

海面上昇 ○ △ ○ 
●CO2 の排出を抑えた場合でも一定の海面

上昇が発生 

高潮・高波 ○ ○ ○ 

◇高波の波高及び周期の増加等 
●中⾧期的な海面水位の上昇や高潮偏差

（通常の潮位と台風など気象の影響を 
受けた実際の潮位との差や、波浪の増大に
よる高潮や高波被害、海岸侵食等のリスク
増大など） 

●CO2 の排出を抑えた場合でも一定の海面
上昇が発生 

海岸侵食 ○ △ ○ 

●中⾧期的な海面水位の上昇や高潮偏差
（通常の潮位と台風など気象の影響を 
受けた実際の潮位との差や、波浪の増大に
よる高波被害、海岸侵食等のリスク増大 
など） 

山地 土石流・地すべり等 ○ ○ ○ 

◇短時間強雨の発生頻度の増加に伴う  
人家・集落等に影響する土砂災害の年間
発生件数の増加 

●集中的な崩壊・土石流等の頻発による 
山地や斜面周辺地域の社会生活に与える
影響の増大 

その他 強風等 ○ ○ △ 
●強風や強い台風の増加等 
●竜巻発生好適条件の出現頻度の増加 

※予測される影響等は「北海道の評価」をもとに、市に関連する内容を抜粋して整理しています。 
※国の評価の凡例 「重大性」○ 特に大きい、◇ 「特に大きい」とは言えない、--- 現状では評価できない 

「緊急性」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 
「確信度」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 

※北海道の評価の凡例 ◇ 現在の影響、●将来予測 
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自然災害・沿岸域分野における施策の内容 
 

①豪雨災害に関する施策 
●地域防災計画に基づく取組の実施 

・気候変動（短時間強雨など）による甚大な水害（洪水、内水、高潮）の発生の想
定、事前対策を推進します。 

●迅速な避難に資する取組の推進 
・市民の生命や財産を守るため、気候変動を加味した浸水想定及び河川水位等の情報
を提供するなど、迅速な避難に資する取組を推進します。 

●下水道施設の整備 
・気候変動（短時間強雨など）にともなう都市浸水被害を想定し、被害軽減のため、計
画的な雨水管整備を推進します。 

■関連する計画 
・苫小牧市地域防災計画 
・苫小牧市耐震改修促進計画 

②海面上昇による高潮・波浪に関する施策 
●迅速な避難に資する取組の推進 

・市民の生命や財産を守るため、気候変動を加味した浸水想定及び河川水位等の情報
を提供するなど、迅速な避難に資する取組を推進します。 

■関連する計画 
・苫小牧市地域防災計画（再掲） 
・苫小牧市耐震改修促進計画（再掲） 

③土砂災害に関する施策 
●苫小牧市森林整備計画に基づく取組の実施【再掲】 

・土砂災害防止など森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、機能別施業の森
林区域を設定し、区域に応じた適切な森林の整備及び保全を推進する。適切な森林の
整備及び保全を推進します。 

●治山事業予防治山事業等の実施 
・気候変動（短時間強雨など）による土砂災害を想定した、予防対策、効果的な流木
対策の強化による事前防災・減災対策の実施促進について、関係機関との連携を図り
ます。 

●道路防災対策の実施 
・気候変動（短時間強雨など）による土砂災害を想定し、道路防災総点検の結果を踏
まえた要対策箇所について、国、道の関係機関等と連携を図ります。 

●砂防設備等の整備 
・気候変動（短時間強雨など）による土砂災害が想定される箇所について、国、道の
関係機関等と連携し、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設等の整備推進について
関係機関と連携を図ります。 

■関連する計画 
・苫小牧市地域防災計画（再掲） 
・苫小牧市耐震改修促進計画（再掲） 
・苫小牧市森林整備計画（再掲） 
・緑の基本計画（再掲） 

④その他（強風）に関する施策 
●地域防災計画に基づく取組の実施（強い台風、竜巻対策） 

・気候変動にともなう、強風や強い台風の増加、竜巻発生好適条件の出現頻度の増
加に対し、国、道の関係機関等と連携を図ります。 

■関連する計画 
・苫小牧市地域防災計画（再掲） 
・苫小牧市耐震改修促進計画（再掲） 
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適応策5 健康分野における適応策 

 

健康分野について、国の評価より、重大性、緊急性、確信度の高いものとしては「暑熱／死亡リスク、

熱中症」、「感染症／節足動物媒介感染症」、「その他(脆弱集団への影響)」への影響があげられま

す。 

 
図表 30 自然災害・沿岸域分野において市が重点的に取り組む分野と予測される影響 

国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 予測される影響等（北海道の評価） 

健康 

暑熱 
死亡リスク ○ ○ ○ 

◇気温の上昇による超過死亡（直接・間接
を問わず、ある疾患により総死亡がどの  
程度増加したかを示す指標）の増加 

●夏季における熱波の頻度増加 
●熱ストレスの増加による死亡リスクの増加 

熱中症 ○ ○ ○ ◇●熱中症搬送者数の増加 

感染症 節足動物媒介感染症 ○ ○ △ 

◇デング熱等の感染症を媒介する蚊（ヒトス
ジシマカ）の生息域の拡大 

●感染症を媒介する節足動物の分布可能
域の変化による節足動物媒介感染症の 
リスク増加 

その他 
(脆弱集団への影響) 

○ ○ △ ◇熱による高齢者への影響 

※予測される影響等は「北海道の評価」をもとに、市に関連する内容を抜粋して整理しています。 
※国の評価の凡例 「重大性」○ 特に大きい、◇ 「特に大きい」とは言えない、--- 現状では評価できない 

「緊急性」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 
「確信度」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 

※北海道の評価の凡例 ◇ 現在の影響、●将来予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康分野における施策の内容 

 

①暑熱に関する施策 
●熱中症への注意喚起 

・道の関係機関等と連携し、熱中症予防に係るパンフレット等の配付や、ホームページへの

掲載による普及啓発を実施します。 

・「高温注意情報」を関係各課へ情報提供します。 

・幼児（幼稚園、保育園等）、児童・生徒（小中学校）、高齢者を対象に気候変動に

ともなう熱中症への注意喚起、対策の普及啓発を実施します。 

・企業に対し、気候変動にともなう熱中症への注意喚起、対策の普及啓発を実施します。 
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②感染症に関する施策 
●節足動物媒介感染症対策 

・感染症を媒介する節足動物の分布可能域の変化による節足動物媒介感染症のリスク

増加を予見し、事前に感染症の規拡大防止対策、予防対策を検討します。 
 

③その他（脆弱集団への影響）に関する施策 
●シラカバ花粉等の花粉症対策 

・気候変動にともなうシラカバ花粉等の飛散分布域の変化による花粉症の拡大、リスク  

増加を予見し、事前対策を検討します。 

・例として北海道の関係保健所(７か所)における情報をホームページで確認、状況に応じ

て注意喚起、対策の普及啓発を実施します。 
 
  
  

教えて ゼロカーボンまめ知識 

地球温暖化って 

健康面にも 

影響があるの  

・ 地球温暖化によって、気候条件が変化すると、異常気象の頻度や
強度が増すことが予想されていますが、人の健康にも大きな影響を
与えます。 

・ 気温が上昇することで熱中症が増えるといった直接的な影響が考
えられます。全国的に、気温上昇による超過死亡の増加傾向や、
熱中症による熱中症死亡者数の増加傾向が確認されています。 

 

・ マラリアやデング熱など、動物が媒介する感染
症が増えるなどの間接的な影響が懸念されて
います。 

・ 例えば、デング熱等の感染症を媒介する蚊(ヒ
トスジシマカ)の分布可能域の予測では、21
世紀末には北海道の一部にまで分布が広が
る可能性が高いとされています。 

・ 蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発
生しそうな周辺の水たまりの除去・清掃をする
ことなども私たちができる取組の一つです。 

蚊媒介感染症の啓発ポスター（出典 厚生労働省） 
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国民生活・都市生活分野について、国の評価より、重大性、緊急性、確信度の高いものとしては

「その他(暑熱による生活への影響等)」への影響があげられます。 

 
図表 31 自然災害・沿岸域分野において市が重点的に取り組む分野と予測される影響 

国の気候変動評価報告書における分野・項目 市が重点的に取り組む分野 
分野 大項目 小項目 重大性 緊急性 確信度 予測される影響等（北海道の評価） 

国民生活・
都市生活 

その他 
暑熱による生活への影
響等 

○ ○ ○ 
◇熱中症リスクの増大や快適性の損失等 
●気候変動及びヒートアイランド現象双方に

よる都市域での気温上昇 
※予測される影響等は「北海道の評価」をもとに、市に関連する内容を抜粋して整理しています。 
※国の評価の凡例 「重大性」○ 特に大きい、◇ 「特に大きい」とは言えない、--- 現状では評価できない 

「緊急性」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 
「確信度」○ 高い、△ 中程度、□ 低い、--- 現状では評価できない 

※北海道の評価の凡例 ◇ 現在の影響、●将来予測 
 

 

国民生活・都市生活分野における施策の内容 
 

①その他（暑熱による生活への影響等）に関する施策 

●地域防災計画に基づく取組の実施(緊急輸送道路等の想定)(災害時の交通インフラ対策)【再掲】 
・気候変動による豪雨等の災害による交通インフラへの重大な影響を想定し、国、道の関係
機関等と連携し、緊急輸送道路や避難路について、検討を行います。 

■関連する計画 
・苫小牧市地域防災計画（再掲） 
・苫小牧市耐震改修促進計画（再掲） 

 

  

適応策6 国民生活・都市生活分野における適応策 
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 第４次環境基本計画策定の経緯 
 

令和 4 年（2022 年）7 月  市⾧より環境審議会へ諮問 環境審議会部会の設置 

令和 4 年（2022 年）8 月  環境審議会部会の開催① 

令和 4 年（2022 年）9 月  環境審議会部会の開催② 

令和 4 年（2022 年）11 月 環境審議会部会の開催③ 

令和 4 年（2022 年）11 月 環境審議会から市⾧へ答申 

令和 5 年（2023 年）1 月  第４次環境基本計画素案に対するパブリックコメントの実施 

令和 5 年（2023 年）3 月  第４次環境基本計画の策定 

 

（1）苫小牧市環境審議会への諮問及び部会の設置 

苫小牧市環境基本条例第 25 条第 2 項の規定に基づき、苫小牧市環境審議会に計画策

定の諮問を行いました。 

また、今回の計画策定は第３次環境基本計画の全面改定となり、機動かつ集中的に審議が

必要となることから、苫小牧市環境審議会規則第 5 条に基づき部会を設置して検討しました。 

 

（2）第３次環境基本計画の検証及び課題整理 

指標等の達成状況を整理・確認するとともに、環境に関するアンケート調査等で得られた結果を

分析し施策や削減目標の参考としました。 

 

（3）市民の意見反映 

第４次環境基本計画素案の段階で、パブリックコメント（苫小牧市市民参加条例）に基づく

市民意見提出手続を行い、市民から意見を求め、反映しました。 
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 苫小牧市環境基本条例 
平成11年7月28日 条例第16号 

目次 

前文 

第１章 総則（第1条－第7条） 

第2 章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第1 節 基本方針及び環境基本計画（第8条・第9条） 

第2 節 環境の保全及び創造に関する施策等（第10条－第23条） 

第3 節 地球環境保全の推進（第24条） 

第3 章 苫小牧市環境審議会（第25条） 

附則 

 

 

苫小牧市は、道央南部に位置し、四季を通じて比較的温暖で過ごしやすい地域であり、

世界でも珍しい溶岩円頂丘がある樽前山とその山麓に広がる緑と清流や、渡り鳥の中継地と

して知られているウトナイ湖を有する勇払原野等の自然に恵まれている。 

また、明治末期の製紙工場の立地を契機に工業都市として歩み始め、日本で初めての内

陸掘込港と空港に近い利点を活かし、産業における拠点都市として北海道発展の一翼を担

ってきた。 

苫小牧市は、恵み豊かな自然を守り、育み、環境の保全と産業を両立させてきたまちとし

ての礎を次代に引き継ぐべく、「人間環境都市」を宣言し、今日まで市民と郷土を大切にした

まちづくりを進めてきた。 

しかしながら、生活様式の変化や事業活動の拡大に伴う環境への負荷が、身近な環境に

様々な影響を及ぼし、私たちのまちのみならず、地球全体の環境をも脅かしつつある。 

私たちは、今日、健康で文化的な生活に欠くことのできない良好な環境の恵みを享受する

権利を有するとともに、こうした良好な環境を保全し、将来の市民へ引き継ぐ責務を負ってい

る。 

このため、すべての者が地球環境の中で生きるものの一員であるとの自覚を持ち、先人の知

恵と歴史に学びながら、創意と工夫をこらし、相互の協調と環境の保全に関する活動への参

加により、環境への負荷の少ないまちづくりを推進することが、私たちの使命である。 

このような認識の下に、市民の総意として、人と自然が共生できる美しく住みよい苫小牧市

の実現のため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、良好な環境の保全（快適な環境の維持及び創造を含む。以下

「環境の保全及び創造」という。）について、基本理念及び施策の基本となる事項を定めると

ともに、市、事業者及び市民の責務を明らかにすることにより、環境の保全及び創造に関する
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施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に

寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の

支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

（２）地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、

海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響

を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化

的な生活の確保に寄与するものをいう。 

（３）公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相

当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化

することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘

削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関

係のある財産及び人の生活に密接な関係のある動植物、その生育環境その他の自然環境

を含む。以下同じ。）に係る被害が生じることをいう。 

 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が良好な環境の恵みを享受でき

るように適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民が、それぞれの責務を自覚し、自主的

かつ積極的に、相互に協力し、及び連携して、環境の保全及び創造に関する活動が行われ

ることにより、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築さ

れるように推進されなければならない。 

３ 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、市、事業者及び市民の課題であ

り、事業活動や日常生活において積極的に推進されなければならない。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

実施する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って

生じる公害の防止又は自然環境の適正な保全に必要な措置を講じること等により、環境へ

の負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境の保全及び創造に関する施

策に協力する責務を有する。 
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（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の集積が環境の保

全上の支障の一因であることを認識し、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなけ

ればならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策

に協力する責務を有する。 

 

（環境白書） 

第７条 市⾧は、毎年、環境の状況、環境の保全及び創造に関して講じた施策等を明ら

かにした苫小牧市環境白書を作成し、公表しなければならない。 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

第１節 基本方針及び環境基本計画 

（施策の基本方針） 

第８条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針として、環境の保全及び

創造に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。 

（１）市民の健康の保護、生活環境の保全及び自然環境の適正な保全がなされるよう

に大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。 

（２）人と自然が共生する環境の保全及び創造のため、希少な野生動植物の保護その

他生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を

保全すること。 

（３）潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる快適な都市の形成を図るため、身

近な自然との豊かな触れ合い等を推進すること。 

（４）廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等を促進すること。 

 

（環境基本計画） 

第９条 市⾧は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、環境の保全及び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定

しなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）環境の保全及び創造に関する⾧期的な施策の目標 

（２）環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項 

（３）前各号に定めるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策の推進に必要な

事項 

３ 市⾧は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるた

めに必要な措置を講じるとともに、苫小牧市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市⾧は、環境基本計画を策定したときは、速やかに環境基本計画を公表しなければ

ならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 
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第２節 環境の保全及び創造に関する施策等 

（環境影響評価の推進） 

第10条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、自らあら

かじめ、その事業の実施に係る環境への影響について調査、予測及び評価を行い、その結果

に基づき、環境の保全について適正に配慮することができるように必要な措置を講じるものとす

る。 

 

（規制の措置） 

第11条 市は、環境の保全及び創造上の支障を防止するため、公害の原因となる行為

及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為等に関し必要な規則の措置

を講じるものとする。 

 

（経済的措置等） 

第12条 市は、市民、事業者又はこれらの組織する民間の団体（以下「民間団体」とい

う。）による環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全及び創造に関す

る活動が促進されるよう、助成その他の必要な措置を講じるように努めるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため特に必要があるときは、市民又は事業者に適正

な経済的負担を求める措置を講じるものとする。 

 

（環境の保全及び創造に関する施設の整備等） 

第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交

通施設等の公共的施設の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進

するため、必要な措置を講じるものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び

健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講じるものとする。 

 

（資源の循環的な利用等の促進） 

第14条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、

資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講じるものと

する。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業

の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努

めるものとする。 

 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第15条 市は、環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用が促進され

るよう必要な措置を講じるものとする。 
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（環境への負荷の低減に関する協定の締結等） 

第16条 市は、事業の実施に伴う環境への負荷の低減を図るため特に必要があるときは、

環境への負荷の低減に関する協定の締結等必要な措置を講じるものとする。 

 

（環境学習の推進） 

第17条 市は、環境の保全及び創造について、市民及び事業者の理解を深め、これらの

者による活動が促進されるよう、環境の保全及び創造に関する学習を推進するため必要な

措置を講じるものとする。 

 

（情報の提供） 

第18条 市は、市民、事業者及び民間団体の環境の保全及び創造に関する活動の促

進に資するため、環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するように努めるものとす

る。 

 

（情報の収集及び調査研究） 

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるものとする。 

２ 市は、環境の保全及び創造に関する事項について必要な調査研究に努めるものとす

る。 

 

（監視等の体制の整備） 

第20条 市は、環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定、検査等の体制の

整備に努めるものとする。 

 

（財政上の措置） 

第21条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措

置を講じるように努めるものとする。 

 

（施策の推進体制の整備） 

第22条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創

造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。 

２ 市は、環境の保全及び創造に関する活動を市民、事業者及び民間団体とともに推進

するための体制を整備するよう努めるものとする。 

 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第23条 市は、環境の保全及び創造のために広域的な取組みを必要とする施策について

は、国及び北海道その他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 
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第３節 地球環境保全の推進 

（地球環境保全の推進） 

第24条 市は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。 

２ 市は、国及び北海道その他の地方公共団体並びに市民、事業者及び民間団体と連

携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第３章 苫小牧市環境審議会 

（環境審議会） 

第25条 市⾧の附属機関として、苫小牧市環境審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は、市⾧の諮問に応じ、環境基本計画の策定及び変更並びに環境の保全及

び創造に関する基本的事項について調査審議するほか、環境の保全及び創造に関し、市⾧

に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員20 人以内をもって組織する。 

４ 委員は、環境の保全及び創造に関し識見を有する者のうちから市⾧が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（苫小牧市公害対策審議会条例の廃止） 

２ 苫小牧市公害対策審議会条例（昭和44 年条例第6 号）は、廃止する。 

（苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

３ 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例（昭和29 年条例第9 号）の一部を

次のように改正する。 

（次のよう略） 

（苫小牧市公害防止条例の一部改正） 

４ 苫小牧市公害防止条例（昭和47 年条例第1 号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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 第 3 次計画の検証 

（1） 市の取組について 

第3次計画で、市の取組として掲げた施策について、実施状況を毎年確認しながら取り組んできまし

た。 

実施対象となるすべての施策が目標に到達しており、適切に実施されています。 

 
図表 32 第 3 次計画における苫小牧市の取組（安全安心快適なまち） 

 
  

分類 具体的な取組 評価 実施した内容

企業の新規立地の際の事前協議 ◎
条例に該当する工場等の立地があった場合には、苫小牧市企業立地審議会を開催し適切
に評価・判断を行いました。

公害防止設備の導入や改善のための支援 ◎
公害防止設備の導入や改善を行う中小企業者等に対して、資金調達の円滑化を図りまし
た。

市民などから寄せられる身近な公害苦情 ◎ 現地調査や発生源に対する指導を行うなど、適切に対応しました。

航空機騒音の軽減のため、国などに対して要請 ◎
航路下地域住民で構成する「苫小牧市航空機騒音対策協議会」及び本市において、航空
機の騒音軽減や住宅防音工事等に関する要望活動を実施しました。

各種監視測定、ホームページや環境白書等で広く
情報を提供

◎
市内事業所の排水の水質検査を実施しました。大気、騒音等の監視を行い、ホームペー
ジや環境白書等により情報提供を行いました。

公害の主要発生源となる企業と公害防止協定を締
結

◎
公害防止協定締結企業の立入調査や指導及び立地企業との公害防止に係る事前協議を行
いました。

アスベスト対策 ◎
立入検査時の指導や、事前調査結果の確認によりアスベストの大気中への飛散防止が図
られました。

環境汚染事故への対応 ◎
庁内関係部署との連携強化により迅速な事故対応が可能となり、結果として汚染範囲の
拡大防止や早期復旧につながりました。

下水道施設の適正な維持管理や水処理により、河
川や海域への水質保全に努めます。

◎
適切な維持管理により、公共用水域（河川・海域）に放流される処理水の水質安定に役
立っています。合併処理浄化槽の普及拡大と適正な維持管理の促進を行っています。

下水道について理解と関心を高めるため啓発に努
めます。

◎
人気アニメとコラボしたマンホール蓋を設置することにより、マンホール蓋を通じて下
水道への関心を高めることができました。

定期的なパトロールによる監視や清掃の実施 ◎
週1回のパトロールによる監視を実施しました。また、勇振取水場、幌内取水場及び錦多
峰取水場の清掃を実施しました。

「安全でおいしい水」への理解 ◎
駅前の無料給水スポットに看板を設置・リニューアルし、「とまチョップ水」を活用し
てＰＲを行うことにより、苫小牧の水が安心・安全な水として周知拡大を図りました。

森林が有する水源かん養機能(洪水緩和・水資源
貯留・水質浄化)の維持

◎ 事業者との連携により、取水場水質は良好に保たれました。

市民・事業者との連携による水源の保全 ◎
関係団体及び事業者で構成する「水を汚染から守る会」及び職員で、取水河川（錦多峰
川）流域での清掃活動を実施しました。

公園などの身近な自然とふれあえる場の整備や適
正な維持管理

◎
公園と隣接する水辺の親水空間を利用しやすく整備し、1か月当り2回のパトロールを行
いました。公園や緑地、植樹帯を適正に維持管理、再整備を行いました。

まちぐるみで緑化活動を行う機会の提供 ◎ 事業者団体が緑地で植樹祭を開催しました。

花や緑による環境美化 ◎ 町内会などに緑化資材を提供しました。

市民への緑化普及・支援 ◎ 市民参加の緑化イベント「樹木探索会」を開催しました。

市民・企業の緑化活動に対する支援 ◎ 苫小牧市企業立地振興条例に基づく緑化助成制度を周知し、緑化保全を推進しました。

不法投棄の未然防止と早期発見 ◎ 抑止看板や監視カメラによる未然防止策など、各関係機関との連携して対応しました。

家庭ごみ戸別収集の段階的導入 ◎
モデル地区試行後に行った検証を行いました。今後も苫小牧方式のごみ収集の在り方を
模索していきます。

共同住宅におけるごみ排出マナー向上 ◎
「共同住宅ごみ排出マナー改善対策協議会」と連携した取り組みにより、入居者のごみ
分別の意識向上につながりました。

まちぐるみで環境美化活動を推進 ◎ 町内会、事業所等により河川付近も含めた清掃活動を実施しました。

市民や事業者などの環境美化活動への支援 ◎
053大作戦事業にて市民周知を含め「ぽい捨て防止看板デザインコンテスト」を行い、
市民の原案によるぽい捨て防止看板を設置しました。

水源の保

全

公害の未
然防止

身近な自

然環境の

充実

環境美化

の推進



第６章 資料編                      

90 

図表 33 第 3 次計画における苫小牧市の取組（人と自然が共生するまち） 

 
 

 

図表 34 第 3 次計画における苫小牧市の取組（資源を大切にするまち） 

 
 

 

図表 35 第 3 次計画における苫小牧市の取組（みんなで環境に取組むまち） 

 
  

分類 具体的な取組 評価 実施した内容

特定外来生物の調査及び捕獲 ◎ アライグマの捕獲、生息状況に関する調査を実施しました。。

自然地域や自然環境保全地区などの保全 ◎ 市内5か所ある市自然環境保全地区の、監視業務を実施しました。

地域の自然生態系の現況周知 ◎
「こころの授業」や「自然ふれあい教室」他、エゾシカやアライグマに関する捕獲・調
査を実施しました。

自然保護

の推進
自然とふれあい学ぶ機会の提供 ◎ ウトナイ湖漁業体験を開催し、情報の提供及び意識の高揚が図られました。

森林などの開発行為の適正な規制と指導 ◎
「苫小牧市自然環境保全条例」の周知とともに、審査・指導及び開発行為許可を行いま
した。

市有林の維持管理 ◎ 下草刈りを実施し、樹木の生育環境を整えました。

山火事防止の促進や病害虫などの防除 ◎ 林野火災予消防対策協議会の開催や樹木を食害する野ねずみ駆除を行いました。

自然環境

保全

緑の育成

と保護

分類 具体的な取組 評価 実施した内容

４Ｒの推進 ◎
053大作戦の事業やイベントの実施のほか、出前講座の実施、環境教育副読本の配布、
リーフレット「ＥＣＯ苫ばんび！」の作成など、周知啓発に努めました。

生ごみ３きり運動の推進 ◎
「生ごみ減量３きりプチダイエット」を広報紙により周知したほか、出前講座の実施、
環境教育副読本の配布を行いました。

情報提供及び周知啓発の充実 ◎
環境戦隊ゼロごみファイブのYouTubeチャンネルの作成や、インスタグラムなどのSNSを
通じて、ごみに関する様々な情報を発信し、広く周知しました。

適正な分別・処理方法の周知 ◎
事業所から出される感染症が疑われる廃棄物の処理方法について、適切に指導しまし
た。

各種情報の提供による意識啓発 ◎
体験講座のDVD配布やオンライン講座を試行したほか、リサイクル自転車抽選などを市
内の公共施設からも申込み可能としました。

生ごみの減量の推進 ◎ 新聞記事により市民周知を行い、コンポスト、キエーロなどの購入助成を行いました。

生ごみの資源化に向けた施策の調査・研究 ◎
給食センターから学校給食残渣の一部を堆肥化し、沼ノ端クリーンセンター内の花壇に
使用しました。

建設リサイクル法による届出の周知と指導 ◎ 建設リサイクル法に基づく届け出を受け付けました

古着古布等の拠点回収の推進 ◎ 公共施設8か所で回収を行い、工業用ウエスに資源化しました。

資源物の分別徹底の周知 ◎
普及が拡大しているスマートフォン向けのアプリを開発し、環境行政に関わる様々な情
報を提供しました。

リサイクル製品やグリーン製品の普及啓発 ◎
JFEリサイクルプラザ苫小牧において、ペットボトルから服へのリサイクルなど、来場者
にリサイクルに関する情報提供を行いました。

ごみの減

量化

資源の有

効利用の

推進

分類 具体的な取組 評価 実施した内容

環境教育の充実 ◎
「こころの授業」の実施のほか、小学生副読本・中学生副読本をそれぞれ作成、各小中
学校へ配布しました。

小中学校省エネ行動教育プログラム事業 ◎
学校全体で省エネ活動に取組みました。児童・生徒が省エネ型の生活習慣を身に付け、
環境問題への意識を高めることが出来ました。

環境学習機会の提供 ◎ 「自然ふれあい教室」、環境学習の出前講座、夏冬の自由研究所などを実施しました。

広報誌やホームページなどによる情報提供 ◎
広報とまこまい、ホームページ、フェイスブックを活用することで、より多くの方々に
効果的な情報発信をすることができました。

「ふれあい収集」の推進 ◎
日頃のごみ出しに困っているひとり暮らしの高齢者や障がい者等を対象に、声掛けを行
いながら訪問する「ふれあい収集」を実施しました。

「苫小牧市環境基本計画推進会議」による事業 ◎
市民、事業者、市との三者による会議で、各種事業を企画・運営し、環境への取組みを
実践することができました。

周辺地域との連携 ◎ 共生ビジョンに基づき、安平町・厚真町からの広域処理を継続しました。

環境教育

の推進

市民・事

業者・周

辺地域と

の連携づ

くり
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図表 36 第 3 次計画における苫小牧市の取組（地球環境にやさしいまち） 

 
 

 
  

分類 具体的な取組 評価 実施した内容

エコオフィス宣言 ◎
ホームページや各種事業において周知を行い、市内の事業所が省エネに向けた取組を実
践しています。

国や道、団体などの補助制度の情報の提供 ◎ ホームページに各機関による省エネルギー関連の助成制度等の情報を掲載しました。

中小企業に対する省エネ設備・機器や低公害車の
導入支援

◎ 導入を希望する中小企業者等に対して低利な資金調達を可能としています。

省エネルギーに関する情報提供 ◎ ホームページのリンクに掲載しました。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法
律」の周知と規制・指導

◎ 建築物省エネ法の届出があり、建築物省エネ基準に関わる適合の合否を確認しました。

一般家庭での省エネルギーシステムの導入や断熱
改修などのリフォーム支援

◎ 省エネ給湯暖房機の導入補助、住宅耐震・リフォーム支援を行いました。

低炭素建築物認定制度の周知 ◎
低炭素建築物認定申請があり、「低炭素建築物に関する法律」による認定の合否を確認
しました。

家庭内での省エネルギー推進 ◎ 環境保全に向けた取組みを促進するため、「省エネコンテスト」を開催しました。

地域公共交通の維持・確保及び利用促進 ◎
イベント開催に合わせてポスターを掲出し公共交通の利用を促すことで、利用者の減少
により大変厳しい状況にある公共交通機関の利用啓発が図られました。

エコドライブの普及推進 ◎
パンフレットやホームページによる周知や、小型計測器を用いたエコドライブコンテス
トを開催しました。

新エネルギーの導入促進のための調査・研究 ◎ 国・道が主催する会議やセミナー等に参加し、情報収集を行いました。

新エネルギーシステムの導入支援 ◎ 住宅用太陽光発電システム、住宅耐震・リフォーム支援事業に助成しました。

国や道、団体などの補助制度の情報提供 ◎ ホームページに各機関による新エネルギー関連の助成制度等の情報を掲載しました。

新エネル

ギーの導

入推進

省エネル

ギーの推

進
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（2） 目標達成指標について 

目標年は令和4年度（2022年度）となっていますが、令和3年度（2021年度）時点のデータで

目標達成指標の検証を行いました。すでに多くの項目において目標値を達成しています。 

 
図表 37 第 3 次計画の目標達成の状況 

分野 取組目標 
第３次環境基本計
画策定時の数値
（2016 年） 

目標値 
(2022 年) 

現在の 
達成状況 

（2021 年） 

安全安心快適
なまち 

大気汚染常時監視結果 91% 100%  93%  

河川の水質測定結果 100% 100% 100％ 

海域の水質測定結果 98% 100% 100％ 

環境騒音測定結果  100% 100% 100％ 

自動車騒音測定結果 100% 100%  40％ 

航空機騒音常時監視結果 100% 100% 100%  

道路交通振動測定結果 100% 100% 100％ 

悪臭に係る立入調査結果 100% 100% 100％ 

「大気汚染、水質汚染、騒音等、公害
を防ぐ対策をとること」への市民満足度 73.8% 上昇 81.5% 

水道ビジョン進捗率 ー 51.1% 32.2％ 

「公園、緑地、広場、並木道など、身近
に緑とふれあえること」への市民満足度 84.2% 85.0% 84.7% 

人と自然が共
生するまち 

各小学校等における「自然ふれあい教
室」及び「こころの授業（出前講座）」
の実施回数、人数 

55 回 
2,023 人 

60 回 
2,200 人 

50 回 
2,114 人  

「豊かな自然環境の保全に努め、自然
保護の意識を高めること」への市民満足
度  

79.2% 81.0% 85.5% 

資源を大切に
するまち 

1 人 1 日当たりの家庭ごみ排出量の
目標 539ｇ 525ｇ 564ｇ  

事業系ごみ排出量の目標  22,800t 21,700t 20,752t 

リサイクル率 30.8% 32.5% 31.0％ 

みんなで環境
に取組むまち 

環境基本計画推進会議事業参加者
数 

年間 80 名 
（過去 10 年平均） 年間 100 名 年間 94 名  

地球環境にや
さしいまち エネルギー消費量の削減目標  4.2％削減 

※2015 年度比 
7.0％削減 

※2015 年度比 
10%削減 

※2015 年度比 
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（3） 市民意識調査の結果 

環境基本計画では、市民の環境問題に関する意識を反映させることに重点を置いています。そのた

め、総合計画の策定時（令和3年（2021年）12月～令和4年（2022年）1月）に実施した 

市民意識調査のうち、環境に関わる項目について結果を示します。 

 

 

「大気汚染、水質汚濁、騒音等、公害を防ぐ対策をとること」の満足度（「満足」「やや満足」

「普通」の割合）は 81.5％です。「やや不満」「不満」の割合は、年々減少しており、公害対策の

効果が表れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 38 市民の満足度（大気汚染、水質汚濁、騒音等、公害を防ぐ対策をとること） 
 
 

 

「水道施設の整備を進め、安全で良質な水を供給すること」の満足度は 92.8％です。「やや不

満」「不満」の割合は、他の項目に比べて非常に低く、苫小牧市で安全で良質な水の供給が行わ

れている結果を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 39 市民の満足度（水道施設の整備を進め、安全で良質な水を供給すること） 
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「公園、緑地、広場、並木道など身近に緑とふれあえること」の満足度は 84.7％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 40 市民の満足度（公園、緑地、広場、並木道など身近に緑とふれあえること） 
 
 
 

 

「豊かな自然環境の保全に努め、自然保護の意識を高めること」の満足度は 85.5％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 41 市民の満足度（豊かな自然環境の保全に努め、自然保護の意識を高めること） 
 
 
 

 

「ごみの減量化や資源のリサイクルが行われること」の満足度は91.1％です。「やや不満」「不満」

の割合が減少し、「満足」が増えるなど、ごみに関連した施策の効果が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 42 市民の満足度（ごみの減量化や資源のリサイクルが行われること）  
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 市民アンケート調査結果（概要） 
市民の環境に対する満足度や関心度、施策等の認知度・参加意向、環境に対する実践行動の実施

状況などを把握するため、WEBモニター約400名および若年層（WEB/SNS等を通じて発信）を対象に

調査を実施しました。 

 
図表 43 市民アンケート調査の実施結果 

調査対象 15 歳以上の苫小牧市に居住する人 

調査方法 WEB 回答によるアンケート調査（調査会社モニター、苫小牧市 SNS での発信） 

調査期間 令和 4 年（2022 年）6 月 20 日～7 月 20 日 

回答数 609 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 44 回答者属性 

（1） 施策の認知度 

市民アンケート調査結果によると、市の環境に関する取組のうち、「環境基本計画」「ゼロカーボンシ

ティ宣言」を知っている市民は、それぞれ14%、37%と半数以下となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 45 施策の認知度 

 男性

43%
女性

57%

性別
10～20代

16%

30代

28%
40代

21%

50代

18%

60代以上

17%

年代

西部地域

31%

中央地域

38%

東部地域

31%

居住地域

知っている

14%

知らない

86%

環境基本計画

知っている

37%
知らない

63%

ゼロカーボンシティ宣言
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（2） 市の環境系イベントの認知度・参加意向 

ウトナイ湖漁業体験、環境家計簿「とまエコノート」、せせらぎスクールなど、親子で参加したり家庭で

取り入れやすいものについては、比較的認知度が高く、参加意向も強くなっています。 

エコワット・デジタル燃費計の無料貸し出し、自然ふれあい教室など、認知度は低いものの、参加意

向が強いものも多くあります。 

今後は、「知らないが参加してみたい人」の参加を促すためにも、認知度の高い市のイベントや学校・

企業などと連携した情報発信のあり方についても検討していくことが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 46 市の環境系イベントの認知度・参加意向 
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（3） 市の施策の満足度・重要度 

重要度が高く、満足度の低い「重点改善分野」は、①騒音 ②空気のにおい ⑮地域交通の充実

という結果となりました。 

重要度は低く、満足度の低い「改善分野」は、⑥環境美化の推進 ⑪環境情報の提供 ⑫市民・

事業者との連携 ⑬省エネ ⑭再エネという結果となりました。 

省エネ・再エネなどゼロカーボン推進に係る施策の重要性への市民理解の醸成も今後の課題です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 47 市の施策の満足度・重要度 

平均得点 偏差値 平均得点 偏差値

①騒音 2.91 49.63 3.46 51.89 重点改善分野

②空気の臭い 2.81 48.56 3.35 50.87 重点改善分野

③水辺のきれいさ 3.08 51.35 3.31 50.48 重点維持分野

④身近なまちの緑 3.27 53.21 3.28 50.25 重点維持分野

⑤水辺の眺め 3.02 50.66 3.42 51.51 重点維持分野

⑥環境美化の推進 2.81 48.61 3.19 49.38 改善分野

⑦野生生物の保護 3.08 51.27 3.22 49.67 維持分野

⑧自然の緑の育成と保護 3.14 51.90 3.25 49.93 維持分野

⑨ごみの減量化 3.03 50.81 3.28 50.20 重点維持分野

⑩資源の有効利用 3.15 52.04 3.29 50.32 重点維持分野

⑪環境情報に接する機会 2.94 49.89 3.06 48.14 改善分野

⑫市民・事業者・周辺地域との連携 2.85 48.99 2.98 47.33 改善分野

⑬省エネルギーの推進 2.88 49.29 3.12 48.73 改善分野

⑭再生可能エネの導入推進 2.84 48.91 3.18 49.28 改善分野

⑮地域交通の充実 2.45 44.93 3.45 51.85 重点改善分野

項　　目
満足度 重要度
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（4） 市民の環境行動の実施状況 

環境行動の実施状況については、節電・節水、リサイクル、省エネルギー家電などの購入など生活に

身近な省エネルギー・省資源の取組は実施率が比較的高くなっています。 

一方で、エコカーの導入や断熱性能の向上など、再エネ電気への切り替えや地域の環境保全活動

などへの参加といった項目については、実際に取り組んでいる人の割合が低い傾向にあります。これらの

項目は、投資額が大きい点や、「どのように取組めばいいかわからない」という人の割合が高いといった点

が主な要因と考えられます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 48 市民の環境行動の実施状況 

 

  

73.5%

74.8%

64.7%

64.1%

70.8%

55.7%

66.7%

34.3%

37.2%

28.8%

41.5%

46.8%

40.4%

31.3%

13.0%

19.9%

18.1%

24.1%

12.9%

7.2%

6.6%

6.8%

10.0%

8.2%

18.3%

17.8%

9.7%

21.4%

10.0%

37.2%

33.8%

34.1%

20.9%

13.0%

18.0%

23.4%

39.7%

31.6%

29.3%

23.1%

30.3%

32.6%

32.6%

29.7%

4.6%

6.3%

3.6%

5.9%

5.1%

7.2%

5.6%

10.4%

8.6%

14.3%

15.0%

6.6%

8.2%

8.6%

21.9%

18.0%

33.3%

18.0%

23.2%

20.6%

31.0%

33.3%

11.9%

10.7%

13.3%

12.2%

14.3%

15.7%

17.6%

18.1%

20.4%

22.7%

22.6%

33.6%

33.4%

36.7%

25.4%

30.5%

19.3%

34.9%

33.6%

39.5%

29.8%

30.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ごみの適正な分別

過剰包装を断る、マイバッグの持参

食品ロスの削減

節電／節水

ごみの排出マナーを守る

資源物や不用品のリサイクル

森林などへの不法投棄をしない

省エネルギー家電などの導入

旬の食材、地元の食材でつくった健康な食生活

環境に配慮した商品の購入

クールビズ・ウォームビズ

外来生物を入れない/捨てない/拡げないの三原則の順守

騒音や悪臭などの近隣住民への配慮

下水道への負荷の低減

エコカーの導入

新築・リフォームでの断熱性の向上など

公共交通機関の利用

敷地内の緑化

「緑化推進基金」及び「緑の募金」への協力

再エネ電気への切り替え

環境学習への参加

地域の環境保全活動・自然観察会などへの参加

取り組んでいる 今後取り組みたい 取り組みたいと思わない どのように取り組めばいいかわからない
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（5） 市のゼロカーボンの取組として特に期待するもの 

省エネ設備・機器やエコカー、再生可能エネルギーの導入支援・補助制度の情報提供がいずれも 

上位となっています。 

公共交通の利用促進や省エネルギー推進など、市民の生活に直結する実践行動についても比較

的高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 49 市のゼロカーボンの取組として特に期待するもの 

 

  

53.9%

46.0%

44.5%

31.1%

24.2%

20.6%

18.1%

16.5%

14.3%

14.3%

12.2%

4.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

省エネ設備・機器（省エネ給湯器や省エネ家電など）の導入支援

エコカーの導入支援

再生可能エネルギー等（太陽光発電設備や蓄電池など）の導入支援

国や道、団体などの補助制度の情報提供

地域公共交通の維持・確保及び利用促進

新築・既存住宅の高断熱化等によるZEH化支援

家庭内での省エネルギー推進の啓発

省エネ・再エネに関する情報提供（省エネ無料診断など）

エコドライブの普及推進

水素エネルギーなど新エネルギーの導入促進のための調査・研究

広報誌やホームページ等による情報提供

出前講座・各種イベントによる周知啓発の充実
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（6） 市民のエネルギー消費の状況 

エネルギー消費の状況について、市民アンケート調査結果によると、各世帯のエネルギー支出金額の

割合は、電気が48%と半分を占めています。 

各世帯のエネルギー支出金額の平均は年間約33万円と、全国（約17万円）より高くなっています。 

自家用車の車種別割合をみると、ハイブリッドーカーを含むエコカーの割合は、普通自動車・軽自動

車を合わせて15.7%となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 50 市民の各世帯のエネルギー支出金額（月平均） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 51 車種別割合 

 

 
  

 電気

48%

灯油

30%

プロパンガス

13%

都市ガス

9%

13,070円

8,218円

3,490円

2,391円

電気

灯油

プロパンガス

都市ガス
年間約33万円（参考）



第６章 資料編 

101 

 事業所アンケート調査結果（概要） 
市内の企業のエネルギーの使用状況や、環境配慮の取組の実施状況などを把握するため、市内に立

地する1,000社を対象に調査を実施しました。 
 

図表 52 事業所アンケート調査の実施結果 

調査対象 市内の事業所（1,000 件） 

調査方法 郵送 

調査期間 令和 4 年（2022 年）6 月 30 日発送～7 月 20 日〆切 

（最終回収日 8 月 1 日） 

回答数 164 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 53 業種別分類 

（1） 事業所規模・位置づけ 

事業所の規模は、50人以下規模の事業所が81%を占めています。また、回答した企業の54%が

本社となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 54 事業所規模・位置づけ 
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（2） 事業所の区分・RE100※への参加 

事業所の区分は、回答した事業所のうちエネルギー管理指定工場が12％となっており、市内にある

40事業所のうちの半数から回答を得ています。 

また、RE100への参加については、「すでに参加している」事業所はなく、「今後参加したい」が5%、

「参加したいが、困難である」が12%と、参加意向を示した事業所は17%にとどまり、「わからない」が

65%と多数を占めています。 

 
※ RE100 とは、企業が自らの事業の使用電力を 100％再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブがあり、

世界や日本の企業が参加しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 55 事業所の区分                         図表 56  RE100 への参加  

（3） エネルギー使用量の把握状況 

エネルギー使用状況を把握していない事業所が55%となっており、従業員数が50人以下の事業所

では62%と特に高くなっています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図表 57 事業所規模別のエネルギー使用量の把握状況      
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（4） CO2 排出状況の把握状況 

CO2排出状況を把握していない事業所が80%となっており、従業員数が50人以下の事業所では

86%と特に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図表 58 事業所規模別の CO2 排出状況の把握状況   

 

（5） CO2 排出削減目標の有無 

CO2排出削減目標を持つ事業所は全体の9.1%で、事業所規模にともなって、目標を持っている割

合が高くなっています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 59 事業所規模別の CO2 排出削減目標の有無   
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（6） 国の削減目標の達成見込み 

国のCO2排出削減目標について、既に達成している、目標年度までに達成可能としている事業所は

全体の5%で、73%の事業所は排出量削減が「達成できるかどうかそもそもわからない」状況にあります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 60 事業所規模別の国の削減目標の達成見込み   

（7） 省エネ機器等の導入・検討状況 

LEDの導入は、69％の企業が取り組んでいるなど、導入が進む一方で、空調などいずれの事業所に

も関わるような項目についても「該当しない」と捉えている事業所が多数を占めています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 61 省エネ機器等の導入・検討状況   



第６章 資料編 

105 

（8） 再生可能エネルギーの導入・検討状況 

再生可能エネルギーのうち、導入が一部進んでいるのは太陽光発電設備で、他の発電設備につい

ては「今後取り組みたい」割合を含めても10%以下となっています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 62 再生可能エネルギーの導入・検討状況   
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（9） 環境配慮の実践行動 

ごみの適正な分別や廃棄物処理、節電/節水などは、70%以上の事業所が取り組んでいます。 

また、社用車へのエコカーの導入、新築や改築時の省エネルギー化といった設備投資や、自然環境

保護活動への協力、従業員研修への環境教育・環境学習の導入といった取組について、「今後取り

組みたい」という意向が高くなっています。今後は、こういった事業者の取組意向に合った施策展開が 

必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図表 63 環境配慮の実践行動   
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（10） 2050 年に向けたゼロカーボンの取組として期待するもの 

省エネ設備・機器やエコカー、再生可能エネルギーの導入支援・補助制度の情報提供がいずれも 

上位となっています。 

ZEB化支援や水素エネルギーなど新エネルギー導入促進のための調査・研究などについても比較的

高くなっています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 64 2050 年に向けたゼロカーボンの取組として期待するもの   
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 環境基準 
図表 65 環境基準 

項目 評価・測定項目 目標 

空気のきれいさ 大気汚染常時監視結果 二酸化窒素・浮

遊粒子状物 

すべての測定地点（6局）で環境 

基準達成 

悪臭に係る立入調査結果  立入測定を行った事業所のすべてにお

いて規制基準値超過 0 件 

川のきれいさ 河川の水質測定結果 BOD(生物 化 学

的酸素要求量)  

すべての測定地点（10河川19地

点）で環境基準達成 

海のきれいさ 海域の水質測定結果 COD(化学 的 酸

素要求量)  

すべての測定地点(31地点)で環境

基準達成 

音の静かさ 環境騒音測定結果 

自動車騒音測定結果 

航空機騒音常時監視結果 

 すべての測定地点で環境基準達成 

道路交通振動測定結果  すべての測定地点で要請限度値未満 
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 苫小牧市の概況 

（1） 位置・地勢 

本市は、道央圏南部に位置し太平洋を望み、道内外の人流・物流を結ぶアクセス拠点であります。

北日本最大の国際拠点港湾である苫小牧港、北海道の空の玄関である新千歳空港のダブルポート

を擁し、陸路では、道央自動車道、日高自動車道、国道36号などの幹線道路や鉄路（JR 室蘭 

本線・千歳線など）の交通結節点として各地に繋がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 66 苫小牧市の位置          
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（2） 気候 

本市の8月の平均気温が20℃と涼しい気候で、日射量が多く、年間を通じて日照時間も安定して

います。また、降雪量は札幌市の4分の1程度と、北海道内でも降雪の少ない地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図表 67 苫小牧市の気候 

出典 2021 年版苫小牧市統計書 

（3） 自然 

本市は、まちのシンボルである樽前山や、野鳥の 

楽園であるウトナイ湖を有し、豊かな自然に囲まれた

まちです。 

森林面積は、総面積の約60%を占めており、この

うち「国有林」が59％で最も多く、「市有林」が3％、

北海道大学苫小牧研究林を含む「その他」が38％と

なっています。 

市には、勇払川、苫小牧川をはじめとする43の 

河川が流れ、美しい水辺空間を有しています。 

 

                                          
                                         図表 68 苫小牧市の森林面積 

出典 2021 年版苫小牧市統計書 

また、大小40箇所の湖沼が存在し、ウトナイ湖は、豊かな生態系と270種に及ぶ野鳥の宝庫として、

ラムサール条約登録湿地となっています。特にガンやカモ類、ハクチョウなどの渡り鳥にとっては重要な  

中継地であり、マガンやハクチョウの集団渡来地として国際的に知られています。 
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（4） 人口 

本市の人口・世帯数は減少傾向にあります。令和2年度（2020年度）の人口は17万人、世帯

数は8万世帯（2.1人/世帯）ですが、将来的には令和32年度（2050年度）に13万人まで減少

すると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図表 69 苫小牧市の人口・世帯数の推移と将来推計 

出典 総務省「国勢調査」（1995-2020 年） 、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018 年推計）」

（2015 年の国勢調査をもとにした推計値）（2025-2050 年） 

（5） 産業 

本市は、国際拠点港湾である「苫小牧港」と北海道の空の玄関である「新千歳空港」のダブルポー

トを擁する道内有数の産業拠点都市です。 

特に、石油製品・石炭製品製造業、輸送用機械器具製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業が 

特に盛んで、これら３つの製造品出荷額が全体の９割近くを占めています。 

工場での製造品目は、紙パルプ・石油精製・自動車・電力・アルミ製品・飼料・化粧品など多岐に 

わたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 70 苫小牧市の製造品出荷額等※ 



第６章 資料編                      

112 

出典 2021 年版苫小牧市統計書  ※従業者 4 人以上の事業所を対象 

（6） 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

苫小牧地域は、再生可能エネルギーの導入に適した環境に恵まれています。 

導入ポテンシャルは2,271MW程度と推計されます。主要な再生可能エネルギーは太陽光発電、

風力発電となり、導入ポテンシャルの約90%を占めています。 

導入ポテンシャルのうち、令和2年（2020年）時点での導入量は、327MWと全体の14%となっ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 71 再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 
出典 苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略 
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市街地に屋根置きで 135MW、近隣自治体含む未利用地に 800MW、農地の 10%に営農

型太陽光を導入することで 28MW、計 963MW 追加導入できる可能性があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 72 太陽光発電のポテンシャル 
出典 苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略 

 

 

計画中の風力含め、風況の良い未利用地を活用することで 838MW 程度の導入が想定されま

す。ポテンシャルは大きいですが、導入にあたっては自然環境への配慮と関係者との合意形成が必

要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 73 風力発電のポテンシャル 
出典 苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略 
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現在、国産バイオマスや、下水処理施設のバイオガスなど小規模での導入がされています。 

一方、ポテンシャルとして、計画中の大型の発電所では輸入バイオマスを活用予定ですが、FIT

価格低下により更なる導入は困難と予想されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 74 バイオマス発電のポテンシャル 
出典 苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略 

 

 

河川において一定の落差が見込める導入地域は支笏洞爺国立公園であり、数百 kW クラス

(1,000kW=1MW)の設備の導入ポテンシャルがあります。 

河川のほか、水処理施設等での人工水路による小規模での水力発電の導入可能性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 75 水力発電のポテンシャル 
出典 苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略 
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樽前山周辺にポテンシャルがあるとされますが、国立公園に立地し環境配慮や系統接続などの

課題があります。東部地域では温水が利用できる可能性があるため、バイナリー式の発電や低温熱

としての利用も検討が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 76 地熱発電のポテンシャル 
出典 苫小牧市再生可能エネルギー基本戦略 

 

  



第６章 資料編                      

116 

（7） CO2 の排出量  

環境省が毎年度公表している「自治体排出量カルテ」に掲載された値をベースとして、部門・分野別

にCO2の現況推計を行いました。そのうち、産業部門（製造業）、家庭部門については、積上法によ

る推計（環境省「積上法による排出量算定支援ツール」を活用）を行っています。 

苫小牧市におけるCO2の排出量は、全体の約70%を製造業（産業部門）が占めており、市全体

のCO 排出量に大きく影響を与えます。 

令和元年度（2019年度）のCO2排出量は平成25年度（2013年度）と比較して10.0%減

少しており、製造業（産業部門）のCO 排出量の減少による影響が結果に表れています。 

 

 
図表 77 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果 

分類 
2013 年度（基準年度） 2019 年度（現状年度） 

排出量(t-CO2/年) 排出量(t-CO2/年) 基準年度比 

産業部門 3,603,437 3,267,321 -9.3% 

業務その他部門 393,835 297,081 -24.6% 

家庭部門 498,955 436,180 -12.6% 

運輸部門 571,011 561,973 -1.6% 

廃棄物部門 19,109 14,751 -22.8% 

合計 5,086,348 4,577,307 -10.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 78 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果  
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製造業については、前述の通り、環境省「積上法による排出量算定支援ツール」を用いた推計と

しています（推計Ⅱ-Ａ 詳細型）。 

令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量を平成 25 年度（2013 年度）と比較すると、特

定事業所における CO2 排出量の減少により、9.2%減少しています。 

建設業・鉱業、農林水産業について、苫小牧市の活動量（従業者数）の減少及び北海道に

おける建設業・鉱業、農林水産業の炭素排出係数の減少により、令和元年度（2019年度）の

CO2 排出量は平成 25 年度（2013 年度）と比較して建設業・鉱業は 15.2%、農林水産業

は 17.6%減少しています。 

 
図表 79 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果（産業部門） 

分類 
2013 年度（基準年度） 2019 年度（現状年度） 

排出量(t-CO2/年) 排出量(t-CO2/年) 基準年度比 

産業部門 3,603,437 3,267,321 -9.3% 

  製造業 3,556,973 3,228,372 -9.2% 

  建設業・鉱業 27,555 23,363 -15.2% 

  農林水産業 18,909 15,586 -17.6% 
 

 

 

業務その他部門について、苫小牧市の活動量（従業者数）の減少及び北海道における業務

その他部門の炭素排出係数の減少により、令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量は平成

25 年度（2013 年度）と比較して 24.6%減少しています。 

 
図表 80 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果（業務その他部門） 

分類 
2013 年度（基準年度） 2019 年度（現状年度） 

排出量(t-CO2/年) 排出量(t-CO2/年) 基準年度比 

業務その他部門 393,835 297,081 -24.6% 
 
 
 

 

家庭部門については、前述の通り、環境省「積上法による排出量算定支援ツール」を用いた推

計としています。令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量を平成 25 年度（2013 年度）と

比較すると、主に電気使用量（販売量）の減少、及び電力排出係数の減少により、12.6%減

少しています。 

 
図表 81 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果（家庭部門） 

分類  
2013 年度（基準年度） 2019 年度（現状年度） 

排出量(t-CO2/年) 排出量(t-CO2/年) 基準年度比 

家庭部門 498,955 436,180 -12.6% 
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自動車（旅客）について、苫小牧市の活動量（旅客自動車保有台数）の減少及び全国に

おける旅客自動車の炭素排出係数の減少により、令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量は

平成 25 年度（2013 年度）と比較して 7.8%減少しています。 

自動車（貨物）について、全国における貨物自動車の炭素排出係数は減少しているものの、

苫小牧市の活動量（貨物自動車保有台数）の増加により、令和元年度（2019 年度）の

CO2 排出量は平成 25 年度（2013 年度）と比較して 3.2%増加しています。 

鉄道について、苫小牧市の活動量（人口）の減少及び全国における鉄道の炭素排出係数の

減少により、令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量は平成 25 年度（2013 年度）と比較

して 21.3%減少しています。 

船舶について、全国における貨物自動車の炭素排出係数は減少しているものの、苫小牧市の

活動量（入港船舶総トン数）の増加により、令和元年度（2019 年度）の CO2 排出量は平

成 25 年度（2013 年度）と比較して 1.5%増加しています。 

 
図表 82 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果（運輸部門） 

分類 
2013 年度（基準年度） 2019 年度（現状年度） 

排出量(t-CO2/年) 排出量(t-CO2/年) 基準年度比 

運輸部門 571,011 561,973 -1.6% 

  旅客自動車 188,092 173,427 -7.8% 

  貨物自動車 172,145 177,618 +3.2% 

  鉄道 13,496 10,628 -21.3% 

  船舶 197,277 200,301 +1.5% 
 
 
 

 

廃棄物部門について、苫小牧市におけるプラスチックごみ焼却量の減少により、令和元年度

（2019 年度）の CO2 排出量は平成 25 年度（2013 年度）と比較して 22.8%減少してい

ます。 

 

 
図表 83 苫小牧市における CO2 排出量の現況推計結果（廃棄物部門） 

分類 
2013 年度（基準年度） 2019 年度（現状年度） 

排出量(t-CO2/年) 排出量(t-CO2/年) 基準年度比 

廃棄物部門 19,109 14,751 -22.8% 
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 用語集 
ABC BOD 「Biochemical Oxygen Demand」の略。生物化学的酸素要求量。

河川の有機物による汚濁状況を測る指標。 

 CCS 「Carbon dioxide Capture and Storage」の略。発電所や工場など

から排出された CO2 を集めて、地中深くに貯留・圧入すること。 

 CCUS 「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略。分

離・貯留した CO2 を資源として利用すること。カーボンリサイクル。 

 COD 「Chemical Oxygen Demand」 の略。化学的酸素要求量。海水や

湖沼水質の有機物による汚濁状況を測る指標。 

 EV 電気自動車。電気で走行する自動車で、走行中に排気ガスを出さず、

騒音が少ない。 

 FCV 燃料電池自動車。燃料電池により発電した電力で走行する自動車。 

 IPCC 世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）によって設立

された政府間組織。気候変動に関する最新の科学的知見の評価を提

供する。 

 LED 「Light Emitting Diode」の略。寿命が⾧く、消費電力が少ないなどの

特⾧があり、省エネ効果の優れた照明として利用されている。 

 Maas 「Mobility as a Service」の略。住民や旅行者の移動するニーズに対応

して、複数の公共交通や、カーシェアのようなサービスを組み合わせて検

索・予約・決済等を一括で行えるようにしたサービスのこと。 

 PHEV プラグインハイブリッド自動車。家庭のコンセントから充電できるハイブリッド

自動車。 

 RE100 企業が自らの事業の使用電力を 100％再エネで賄うことを目指す国際

的なイニシアティブがあり世界や日本の企業が参加している。 

 SDGs 平成 27 年（2015 年）、国連サミットで採択された「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」で掲げられた「持続可能な開発目標」。環境

問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界全体で令和 12 年

（2030 年）までに解決することを目指す国際社会の共通の目標。 

 SNS ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の

略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービ

ス。Instagram、Twitter、Facebook など。 

 ZEB 「Net Zero Energy Building」の略。ゼブ。自然光・風などの活用、高

効率な設備システムの導入などによって、年間のエネルギー消費量の収支

をゼロとすることを目指した建築物。 

 ZEH 「Net Zero Energy House」の略。ゼッチ。断熱性能の向上などで大幅

な省エネルギーを実現し、再生可能エネルギーを導入して、年間のエネル

ギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅 。 
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ア行 ウォーカブル 居心地がよく歩きたくなるような空間。 

 ウォームビズ 秋冬のオフィスの暖房設定温度を 20 度にし、暖かい服装を着用するこ

と。 

 エコカー ここではハイブリッド車（HV）、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド

車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を指す。 

 エコキュート 少ない電気エネルギーで大きな熱エネルギーを取り出す技術によってお湯

を沸かす家庭用の給湯システム。 

 エコクッキング エネルギーや食材の節約、地産地消など、買い物、調理、食事、片づけ

の際に環境に配慮した行動をとること。 

 エコポイント 環境に配慮した行動・サービス利用に対して付与されるポイントプログラ

ム。環境省が推進する、エコ・アクション・ポイントなどがある。 

 エコワット 電気使用量測定器。コンセントに差し込み家電製品をつなぐだけで、電

気使用量や電気料金（概算）などを簡単に計測・表示することができ

る。 

 オフセット CO2 の排出削減の努力をした上で、他の場所で実現した排出削減・吸

収量等を購入することなどで、その排出量の全部又は一部を埋め合わせ

ること。 

 温室効果ガス 大気中に拡散された温室効果をもたらす物質。代表的なものに、CO2 や 

CH4 のほか、フロン類などがある。 

カ行 カーボンニュートラル CO2 などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること。排出量を削減

するとともに、森林などによる吸収で埋め合わせすること。ゼロカーボン、ネッ

トゼロと同じ意味で使用する。 

 カーボンニュートラル

ポート 

燃焼しても CO2 を排出しない燃料となる水素やアンモニアの輸入・貯蔵が

できる環境の整備など、港湾地域で脱炭素化に向けた先導的な取組を

行うこと。 

 カーボンリサイクル 分離・貯留した CO2 を資源として利用すること。CCUS。 

 回遊性魚介類 成⾧段階や環境の変化に応じて、海や川を移動する魚介類。 

 海洋プラスチックごみ 海洋に流出しているプラスチックごみ。日本からの流出量は年間２～６万

トンと推計されている。 

 活動量 一定期間における生産量、使用量、焼却量など、排出活動の規模を表

す指標のこと。 

 環境マネジメントシ

ステム 

組織や事業者が環境保全に関する取組を進める際に、環境に関する方

針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくための体制・

手続き等のしくみ。 

 間伐 混みすぎた森林で、樹木の一部を伐採して、残った木の成⾧を促すこと。 

 企業版ふるさと納税 民間企業が地方自治体の地方創生事業に対して、応援することで税制

優遇を受けることができる制度。 
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 吸収源 森林等の土地利用において、人為的な管理活動、施業活動等により、

植物の成⾧や枯死・伐採による損失、土壌中の炭素量が変化し、 CO2

の吸収や排出が発生すること。 

 クールビズ 夏の冷房設定温度を 28 度にし、ノーネクタイ・ノー上着など軽装化するこ

と。 

 現状趨勢 今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガ

ス排出量。 

 ご み 分 別 ア プ リ

「053City」 

スマートフォンやタブレット等からごみの出し方や分別方法などを検索でき、

ごみの収集日をお知らせする機能がついたアプリ。 

 コンパクト・プラス・ネ

ットワーク 

居住を公共交通の沿線や日常生活の拠点に誘導するコンパクトシティ化

と、拠点をつなぐ公共交通のネットワークづくりを進めること。 

サ行 再生可能エネルギー 太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・バイオマスなどを利用したエネルギ

ー。 

 サプライチェーン 製品の原料や部品などの調達、製造、販売に至る一連の流れ。 

 自家消費型太陽光

発電 

敷地内の屋根や駐車場に太陽光発電設備を設置し、その電力を建物

内で消費すること。 

 省エネ診断 省エネルギーの専門家がエネルギー使用設備の状況等を調査して、省エ

ネルギーによるエネルギー消費の削減量等を試算する取組。 

 食品ロス 本来食べられるのに捨てられてしまう食品。 

 水源かん養 森林の土壌などが持っている、雨水を貯えて、土砂流出を防ぐ機能。 

 水素社会 水素によってエネルギーをまかなう社会。水素は、燃焼時に CO2 を発生さ

せず、再生可能エネルギーなどから作ることができるため、将来のエネルギ

ーとして注目されている。 

 生物多様性 多様な生き物がいて、つながり合っていること。生物多様性条約では、生

態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性の 3 つの階層でそれぞれ

保全が必要とされている。 

 節足動物媒介感染 昆虫やダニが病原体を媒介する感染症。 

 ゼロエミッション 廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システム。 

 ゼロカーボン CO2 などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること。排出量を削減

するとともに、森林などによる吸収で埋め合わせすること。カーボンニュートラ

ル、ネットゼロと同じ意味で使用する。 

 ゼロカーボンドライブ 太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力と、電気

自動車 (EV)、プラグインハイブリッド車 (PHEV)、燃料電池自動車 

(FCV)を活用した、走行時の CO2 排出量がゼロのドライブ。 

 ゼロごみ大作戦 苫小牧市の郵便番号が 053 であることから、ごみのない「053（ゼロご

み）」のまちを目指して、ごみの減量とリサイクルの推進を図るための取

組。 
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タ行 脱炭素社会 CO2 をはじめとする温室効果ガスの「排出量」が実質ゼロになった社会。 

 地域共生型再生可

能エネルギー 

地域の雇用や産業の創出、観光振興、まちづくり、災害時の電力供給な

どにつながるような再生可能エネルギーの導入の取組。 

 デジタル燃費計 瞬間燃費が表示可能な燃費計。本市では取り付け簡単なデジタル燃費

計の貸出しを無料で行っている。 

 テレワーク インターネットなどを活用して、時間や場所に捕らわれずに柔軟に働くこと。 

 特定外来生物 外来生物の中で、生態系や人の生命・健康・農林水産業などに大きな

被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれのある種。外来生物法で指定さ

れている。 

 都市インフラ  都市の生活を支える基盤（道路・鉄道・港湾・公共施設・上下水道・

電気・ガス・通信施設・公共施設など）のこと。 

ナ行 ネットゼロ CO2 などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること。排出量を削減

するとともに、森林などによる吸収で埋め合わせすること。ゼロカーボン、カー

ボンオフセットと同じ意味で使用する。 

ハ行 パークアンドライド 最寄り駅の駐車場に車を停めて、そこから都心部への移動に公共交通

（鉄道やバスなど）を利用するシステム。 

 バイオガス 生ゴミや家畜の糞尿などを発酵させて得られるガスで再生可能エネルギー

として活用される。 

 バイオマス 生物由来の有機性エネルギーや資源のこと。エネルギーになるバイオマス

は、木材、生ゴミ、紙、家畜の糞尿などがある。 

 バイオマスプラスチッ

ク 

再生可能な生物由来の資源を原料にしたプラスチック。 

 バイナリー式 地熱の温度が低い時などに、地熱流体で沸点の低い媒体（例 ペンタ

ン、沸点 36℃）を加熱し、媒体蒸気でタービンを回して発電する地熱発

電の方法。他にフラッシュ式があり、主に 200℃以上の高温地熱流体で

の発電に適しており、地熱流体中の蒸気で直接タービンを回すこと。 

 パブリックコメント 市民からの意見の募集とは、市が政策を立案したり規則などを定めようと

するときに、あらかじめ政策案や規則案などとともに関連資料を公表し、意

見の提出先、提出方法及び提出期間を定めて意見を求めるための手

続。 

 パリ協定 平成 27 年（2015 年）に国連気候変動枠組条約締約国会議

（COP21）で採択された、令和 2 年（2020 年）以降の地球温暖化

対策の国際的な枠組み。 

 ビークルツーホーム 電気自動車から住宅に電力を供給するシステム。 

 ヒートアイランド現象 都市の気温が周囲よりも高くなる現象のこと。 

 ヒートショック 寒暖差による血圧の変化により、心疾患や脳卒中など重篤な病気を引き

起こす原因となるもの。 
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 フードバンク 安全に食べられるのに流通に出すことができない食品を企業から寄贈して

もらい、子ども食堂など必要としている施設や団体などに無償提供する活

動。 

 フォトモンタージュ 施設等を設置することによる景観の変化を視覚的に予測するための画

像。 

 浮遊粒子状物質 発生源は工場のばい煙、自動車排出ガスなどの人の活動に伴うものな

ど、大気汚染物質となる、大気中に浮遊している粒子状物質。 

 ホームエネルギーマ

ネジメントシステム

(HEMS) 

家庭でのエネルギー使用状況を表示することで、空調や照明、家電製品

の最適な利用を促すシステム。 

 ポジティブゾーニング 環境や景観保全の観点、社会的配慮なども考慮して、再生可能エネル

ギーを促進させる「促進区域」を設定し、事業者に対し、適地への誘導を

うながすしくみ。 

 ポテンシャル ここでは、再生可能エネルギーのポテンシャルの事を指し、再生可能エネル

ギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮した

上で推計された、再生可能エネルギー資源量のこと。 

マ行 マイクログリッド エネルギー供給源と消費する施設をある一定の範囲でまとめて、電力・熱

の安定供給しながら、エネルギーを地産地消する小規模な供給網。 

 マイクロ水力発電 出力 1,000kW 以下の比較的小規模な水力発電。小河川や上水道、

ため池やプールなどの水を利用する。 

 メガソーラー 大規模な発電容量を持った太陽光発電設備。 

ヤ行 4R 不要なものは断る Refuse（リフューズ）、ごみを減らす Reduce（リデュ

ース）、繰り返し使う Reuse（リユース）、最終的に資源として再び利

用する Recycle（リサイクル）の頭文字をとった呼び名。 

ラ行 ライフサイクル 製品などの原材料を生産する段階から、最終的に廃棄されるまでの一生

涯のこと。 

 ラムサール条約 昭和 46 年（1971 年）にイランのラムサールで開催された国際会議で

採択された、湿地に関する条約。 

 レジリエンス 災害や気候変動などによる想定外の事態から、社会が回復する力。 

ワ行 ワンウェイプラスチック 使い捨てのプラスチック製品。フォーク､スプーン、ストロー、歯ブラシ、カミソ

リ、ハンガーなど。 
 

 



                      

 

おわりに 
 

太平洋に望む苫小牧市は、16 万 8 千人が暮らす、北海道で４番目に

人口が多い都市です。国際拠点港湾である「苫小牧港」と北海道の空の玄

関口「新千歳空港」のダブルポートを擁する交通の要衝として、また、製紙業

を始めとする工業都市、或いは自動車関連など多様な産業が集積する産業

拠点として発展してきました。 

一方、世界的に珍しい溶岩円頂丘をもつ樽前山とその山麓に広がる豊か

な森林、東部の勇払原野、さらにはラムサール条約登録湿地であるウトナイ

湖を有するなど、自然環境に恵まれたまちでもあります。 

 

本市は、公害のない健康で安全な都市環境の創造を目指し、昭和 48 年（1973 年）に「人間環境都市」

を宣言し、当時国内で問題となっていた大気汚染や水質汚濁など公害の監視・指導に努めてきました。 

 

近年、地球温暖化に起因する気候変動は、世界中の人々や生態系に影響を与える深刻な問題となっていま

す。本市では、平成 11 年（1999 年）に「苫小牧市環境基本条例」を制定、平成 15 年（2003 年）には

「苫小牧市環境基本計画」を策定し、快適な環境の保全及び創造を目指して、市、事業者、市民の協働によ

り事業を推進してきました。 

また、本市では平成 22 年（2010 年）から日本初の CCS 大規模実証実験に取り組み、現在は CCUS の 

検討へと移行していますが、昨今の脱炭素社会に向けた動きがますます活発化するなか、令和 3 年（2021 年）

8 月に二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言したところです。 

このたびの第 4 次環境基本計画の策定にあたっては、ゼロカーボンシティとして脱炭素社会への移行に向けた

対策を計画的に推進するため、第 1 期ゼロカーボン推進計画としての内容を盛り込みますが、今後、世界共通

の喫緊の課題である地球温暖化問題に、全市を挙げて取り組んで行く決意です。 

 

 

おわりに、本計画の策定にあたり、市民の皆様、環境審議会委員各位から貴重な意見を賜りました。また、関

係機関の皆様に心より感謝とお礼を申し上げます。 

 

令和 5 年３月   

苫小牧市⾧ 岩倉 博文 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


